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令和３年度 第１回 神戸市都市計画審議会  

１ 日時    令和３年11月18日（木）   午後１時58分～午後６時19分 

２ 場所    神戸市役所１号館 28階 第４委員会室  

３ 出席委員   （24人）  

 （１）学識経験のある者  

        小 谷 通 泰         西 野 百合子 

        西 村 順 二         濱 野 雅 之 

        藤 田 一 郎         前 田 崇 博 

        八 木 景 子 

 

 （２）市会議員  

        安 井 俊 彦         坊 池   正 

        吉 田 健 吾         平 野 達 司 

        堂 下 豊 史         徳 山 敏 子 

        外 海 開 三         三木しんじろう 

        大かわら 鈴子         山本 じゅんじ 

        香 川 真 二 

 

 （３）国及び兵庫県の行政機関の職員  

        東 川 直 正 

        荒 木 一 聡 

        大 松 光 寿 

 

 （４）市民  

        松 村 尚 澄 

        高 橋 智 子 

 

 （５）臨時委員  

        星 野   敏 

 

４ 議題 

  第１号議案 神戸国際港都建設計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更  

        について  

  第２号議案 神戸国際港都建設計画都市再開発の方針の変更について  

  第３号議案 神戸国際港都建設計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について  
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  第４号議案 神戸国際港都建設計画防災街区整備方針の変更について  

  第５号議案 神戸国際港都建設計画区域区分の変更について  

  第６号議案 神戸国際港都建設計画用途地域の変更について  

  第７号議案 神戸国際港都建設計画特別用途地区の変更について  

（都心機能誘導地区）  

  第８号議案 神戸国際港都建設計画高度地区の変更について  

  第９号議案 神戸国際港都建設計画防火地域及び準防火地域の変更について  

  第10号議案 神戸国際港都建設計画駐車場整備地区の変更について  

  第11号議案 神戸国際港都建設計画臨港地区の変更について  

（神戸港臨港地区）  

  第12号議案 神戸国際港都建設計画下水道の変更について  

（神戸市公共下水道）  

  第13号議案 神戸国際港都建設計画市場の変更について  

（第３号神戸市中央卸売市場本場）  

  第14号議案 神戸国際港都建設計画地区計画の変更について  

（原野地区地区計画) 

  第15号議案 神戸国際港都建設計画生産緑地地区の変更について  

（垂水41生産緑地地区ほか16地区） 

  第16号議案 神戸国際港都建設計画道路の変更について  

（3.5.85号東山菊水線） 

  第17号議案 神戸国際港都建設事業鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業の事業計画案に  

        対する意見書について  

  諮問事項① 特定生産緑地の指定について  

  諮問事項② 神戸市都市空間向上計画（立地適正化計画）の変更について  

  諮問事項③ 神戸市景観計画の変更について  

 

１．開会  

 

○小谷会長 

 皆さん、どうもこんにちは。定刻となりましたので、ただいまより令和３年度第１回神

戸市都市計画審議会を開催いたします。  

 まず、事務局から定足数の確認をお願いいたします。  

 

２．定足数の確認  
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○山本副局長 

 それでは、定足数についてご報告いたします。  

 神戸市都市計画審議会条例第５条第２項の規定により、委員及び議事に関係のある臨時

委員の総数の半数以上の出席により会議が成立することになっております。委員の総数は

28名ですので、定足数は15名となります。  

 本日は委員 24名にご出席いただいておりますので、会議は有効に成立しております。  

 以上でございます。 

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 

３．会議録署名委員人の指名  

 

○小谷会長 

 本日の会議録署名委員ですが、西野委員と前田委員にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。  

 

４．議案審議  

 

○小谷会長 

 それでは、議案の審議に入りたいと思いますが、これに先立ちまして、事務局より報告

をさせていただきたい件があるとのことですので、お願いいたします。  

○山本副局長 

 本年２月８日に開催されました令和２年度第３回都市計画審議会におきまして、ご審議

いただきました下三条町北地区に関する議案について、反対されている地権者の協力を得

られるよう、さらに努力するべきとの意見をいただき採決保留となりました。これを受け

まして、その後ご面談などにより地権者の方と協議を重ねてまいりましたが、反対されて

おられる地権者の方は駐車場経営継続のご意向が強く、合意に至っていない状況です。ま

た一方で、地域からは早期事業化のご要望をいただいているところであり、このようなこ

とから、神戸市といたしましては当該駐車場用地を区域から除外し、当初に目指した機能

の確保が図られるよう、改めて地域と公園配置等について検討するなど事業計画を再検討

する方針といたしました。今後、この案を取りまとめ、改めて審議会にお諮りしたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 以上、現在の状況につきまして報告させていただきました。 

○小谷会長 

 ありがとうございます。  
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 それでは、改めて本日の議事に移らせていただきます。本日は、次第に記載のとおり、

17件の議案と３件の諮問事項を審議いたします。  

 それでは、まず、第１号議案につきまして事務局より説明をお願いいたします。  

○松崎都市計画課長 

 ご説明いたします。まず、お手元にお配りしております資料につきまして、事前にご説

明いたします。上から配付しております議案及び諮問事項計画書、議案及び諮問事項計画

図、別冊の資料といたしまして、資料１が第２号議案から第４号議案に関連する別表及び

附図でございます。資料２が第５号議案及び第 17号議案に関連して提出されました意見書

の要旨をそれぞれまとめておりまして、資料３が資料２の要旨の集約と、それらに対する

神戸市の考え方でございます。資料４が第 17号議案に関連する参考図面でございます。資

料５は諮問事項①に関連する別表及び附図です。資料６が諮問事項③に関連する神戸市景

観計画の本編でございます。なお、議案及び諮問事項計画書及び計画図につきましては、

計画書及び計画図と省略して、この後説明させていただきます。  

 それでは第１号議案についての説明に移らせていただきます。  

第１号議案  神戸国際港都建設計画  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

について、神戸市決定です。以下、本方針と呼ばせていただきます。  

最初に、本方針の役割等についてご説明いたします。前面スクリーンをご覧ください。

本方針は、都市の発展の動向や人口、産業の現状及び将来の見通しなどを勘案して、中長

期的視点に立った都市の将来像とその実現に向けての大きな道筋を明らかにし、都市計画

の基本的な方向性を示すものであり、区域区分の有無とその方針、都市計画の目標、土地

利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針を定める

必要があります。 

計画書の24ページをお開き下さい。今回の変更の理由を記載しています。２段落目から

になりますが、このたび、人口減少・超高齢化や地球温暖化の進行などの都市を取り巻く

状況の変化に応じた持続可能な都市の形成をめざし、居住機能、商業・業務機能などの都

市機能を維持・充実・強化させるための配置や誘導、公共交通の維持・充実、都市施設の

整備などを計画的に進め、「まち」「田園」「みどり」の 3つのゾーンがそれぞれの特性

を活かし、補完しあう、自然環境と都市機能が調和した都市づくりを行うため、本計画の

とおり本方針を変更するものです。  

 前面スクリーンをご覧下さい。関連計画等との関係を示しております。本方針の見直し

を行うにあたっては、上位計画である「第５次神戸市基本計画」及び、神戸市都市計画マ

スタープランなどとの整合を図っております。  

つづきまして、本方針の全体の構成ですが前面スクリーンに示すとおりとなっておりま

す。前面スクリーンをご覧ください。主な変更点についてです。  

本方針は、平成28年に都市計画変更した現行の方針から、社会経済情勢等の変化への対
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応、関連計画・関連施策等との整合を図るため、修正等をおこなっております。それでは、

各項目の主な変更点について、お手元の計画書に沿ってご説明いたします。  

計画書の３ページをお開きください。「１．基本的事項」についてご説明いたします。

（３）目標年次では、このたび、年次の更新をおこなっており、平成 27年を基準年、令和

７年を目標年次とし、おおむね 10年間の都市計画の基本的方向を定めています。  

 つづきまして、３ページ中段の「２．都市計画の目標」についてですが、関連計画、関

連施策等との整合を図るため、３ページから７ページにかけて、記載の更新をおこなって

おります。  

６ページをお開きください。主な変更点としまして、ページ最下段になりますが、この

たび、「ウ  拠点」の「 c 地域拠点」に北神急行の市営化等を勘案し、谷上を新たに位置

付けております。  

8ページをお開きください。「３．区域区分の有無及び方針」についてご説明いたしま

す。主な変更点としましては、（２）区域区分の方針において①市街化区域に配分される

べきおおむねの人口、及び②産業の規模③市街化区域のおおむねの規模について、このた

び、社会経済情勢等を踏まえ将来予測を更新しております。  

 計画書は９ページをお開きください。あわせて計画図は１ページをお開きください。

「４．都市計画に関する方針」についても同様に、関連計画、関連施策等との整合を図る

ため、計画書の９ページから 18ページにかけて、記載の更新をおこなっております。  

 計画書は 11ページをお開きください。このたびの主な変更点としましては、  ③市街地

において特に配慮すべき土地利用の方針として、次の 12ページの最上段になりますが、

「ウ：都市農地の保全・活用」の方針を追加しております。  

 計画図の１ページをお開きください。あわせて前面スクリーンをご覧ください。「４．

都市計画に関する方針」を図面に落とし込んだものが都市構造図となります。  

 計画書の19ページをお開きください。計画図は２ページをお開きください。「５．主要

な都市施設などの整備目標」では、「４．都市計画に関する方針」を踏まえ今後の整備目

標を定めます。  

（１）土地利用に関する整備目標についてご説明いたします。前面スクリーンをご覧く

ださい。計画的な市街地整備の見通しがある区域として、垂水区多聞町小束山地区におい

て、主に住宅市街地としての整備を図るため、特定保留区域を継続します。また、このた

び、西区押部谷町木見地区において、主に工業・流通業務地としての整備を図るため、新

たに特定保留区域を指定します。くわえて、市街化区域のままでは無秩序な開発が進む恐

れがある区域として、新たに北区山田町原野地区を暫定的に市街化調整区域に編入します。  

 計画書の19ページから22ページにかけては、おおむね 10年以内に神戸市や兵庫県、国が

整備や計画の具体化を予定している、主な都市施設や市街地整備、自然環境、都市防災に

関する整備目標を時点更新し記載しております。  
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 なお、本案について、令和３年９月７日から 21日まで縦覧に供しましたが、意見書の提

出はありませんでした。説明は以上です。  

ご審議の程よろしくお願いいたします。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。ただいま事務局から説明がございましたが、ご意見、ご質問が

ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 お願いします。  

○大かわら委員 

 大かわらでございます。お聞きをしたいところが３ページのところなんですけど、３

ページのところの２の都市計画の目標の（２）都市計画に関する現状と課題のところなん

ですが、今回の変更案と旧の方針と見比べてみたんですけれども、それで数点お伺いをし

たいと思います。今回、現状と課題の①の人口減少・超高齢化の進行のところで国立社会

保障・人口問題研究所（社人研）の人口推計に基づいて、これだけ人口減少が予測される

ということがずっと書かれているんですけども、旧の方針のところでは同様の記載がある

んですが、その後に山麓部など生活利便性の低い地域からは人口が流出し、空家や空地が

増加することが懸念されると書いてあるんですね。一方、駅周辺などの利便性が高い地域、

ここには需要が増加して大勢集まるので、土地利用の計画が進むんじゃないかということ

も書かれています。その次に車の運転が困難な高齢者の増加などによって公共交通を中心

とした交通環境や身近な生活利便施設の重要性が高まることが考えられると。だから、こ

ういうことをしなければならないというところで書かれているんですが、今回それがごっ

そりと削除をされています。これはなぜ削除をされたんでしょうか。私、とても重要な内

容だと思うんですけども、その削除された理由をお聞かせいただきたいと思います。  

○松崎都市計画課長 

 まず、先ほどの山麓部の地域において居住環境の維持などをはかっていかなければいけ

ないという部分については、このたびの方針の中でも、10ページのところで４．都市計画

に関する方針（ 1）土地利用に関する方針の②市街化区域の土地利用の中に、住宅地の方

針ということで、今後も都市構造を維持しながら、さらに地域においてライフスタイルの

変化に対応しなければいけないということで、既存ストックの活用でありますとか働きな

がら子育てできる環境づくりですとか、住宅においては身近な機能を確保することで地域

の実情に応じて、きめ細やかな土地利用を誘導していくということで考えております。こ

のたび駅前であったりとか、あるいは、通常の住宅地であったりとか、委員からご指摘の

あった山麓部であっても、皆さんお住まいの地域の実情に応じて、住宅だけではなくて住

環境を保全しながら様々な機能の確保をしっかり図る取組を進めていきたいということで、

こちらに記載をしております。  

○大かわら委員 
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 今、これを見ただけでは以前に書かれていました、その身近なところで利便施設を確

保するとかそういう生活の質の担保がされるのだというところが読み取れないんですが、

これはきちんと書くべきではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 課題のところにもライフスタイルや価値観の多様化ということで、職場や子育て支援施

設や教育や医療、福祉等施設と居住地が近接した持続可能な生活圏の確保というものを、

このたび新たに追加して掲げさせていただいておりまして、あるエリア、住宅地において

もいろいろな地域特性がございますから、山麓郊外部であっても、あるいは、ニュータウ

ンの中であっても、市街地の住宅地であっても、やはり居住機能とあわせて持続可能な生

活に必要な機能を入れていくことは課題として掲げさせていただいて、方針のところでこ

ういった取組を引き続き進めていくということで、この方針の中では整理をしております。  

○大かわら委員 

 なぜこれにこだわるかといいますと、以前は都市空間向上計画の議論をずっとしてお

りましたが、その中で山麓部について、人口が減って空家が増えているような地域では行

政コストの効率化などを考えたら、同じような行政サービスの提供は難しいんだというよ

うなご答弁をされていました。そのことが如実に現れたのではないかという危惧をするか

ら、これを申し上げているんですね。だから、例えば北区や西区でも特にそういう地域が

多いということになると思うんですが、地域の方からも、そういう線引きはやめてほしい

ということが、当時、たくさんのお声が上がっていました。絶対に切り捨てられるまちに

してはならないということでも懸念をしておりますので、これをお聞きいたしました。そ

ういうことではないと言われるのであれば、はっきりと担保があるということを記録して

いただきたいというふうに思います。  

 それから、６ページ。地域拠点のところでお聞きをしたいんですが、商業・業務機能と

文化機能、それから、居住機能の集積を図るということで書かれているんですが、拠点駅

の周辺人口とあらゆる機能を集中させるということになるのではないかと思います。三宮

駅周辺のところでは、それに加えて観光機能まで集積を目指すということも書かれていま

す。観光で言えば、拠点を集中させるということではなくて、神戸のいろんな地域に拠点

を広げることを目指すべきだと思うんですね。各地域でそういうことをすることで活性化

や発展につながるというふうに思うんです。その辺りはいかがでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 今、委員からご意見ありました、地域でそれぞれしっかりと発展をしていくということ

が大事だという観点で、この駅周辺において今ご指摘ありました拠点の話とか、あるいは、

都心の話がありましたけれども、当然そういったエリアにつきましては、これまでの神戸

の歴史的な発展ということで、鉄道駅を中心に住宅地が発展してきたという経緯はござい

ます。こういったエリアにつきましては決してこちらで過密・集中させていくということ
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ではなくて、ご指摘にもありましたように一定の人口密度と規模を維持しながら、多様な

機能を維持・充実させるということが、これまで培ってきた都市構造をしっかりと今後も

維持していくことにつながると考えております。それによって周辺の住宅地においても、

都心まで出てこなくても、それぞれの各拠点において様々な機能が確保されると。そして、

さらに周辺部の住宅地においても、先ほど申し上げたように居住環境にも配慮しながら、

そういった一定の機能を入れていくことで居住機能とのバランスを取りながら、委員がお

っしゃられたように、それぞれの特性に応じて発展していくような都市づくりを目指して

いくということで記載をさせていただいております。  

○大かわら委員 

 今おっしゃった居住機能のことについても、やっぱりちょっと気にはなっているんで

す。これまでも指摘してきましたけれども、拠点駅の周辺にはやっぱり人口集中させるの

ではなくて、そのバランスというようなことも今おっしゃったかと思うんですが、実際に

集中をするようなことになっていますよね。これまでも言ってきましたが教育環境ですと

か子育て環境とかに影響があるという状況があります。そこに今後も拍車がかかるような

方針ということになってしまうのではないかという危惧をするんです。だから、そこにき

ちんと歯止めをかけるという記述が要るのではないかと思うんですけど、いかがでしょう

か。 

○松崎都市計画課長 

 先ほども申し上げましたけれども、やはり住宅地においても駅前以外のところの住宅地、

駅前周辺の住宅地、様々な特徴がございます。住宅地のところで先ほど追加で記載させて

いただいているものの中にも、やはり空地や空家の増加とか市場の流通とか、地域の活動

拠点への活用も含めて今後促進していくことで、郊外部の住宅地においても適正な配置と、

それから適正な居住機能がしっかり持続的に維持されるというようなことを住宅地の方針

としても書かせていただいているところです。それを含めて拠点の話、住宅地の話、ある

いは、複合的な機能地など様々な地区がございますから、バランスよく神戸全体として発

展していくということで、この方針を掲げさせていただいております。  

○大かわら委員 

 空家、空地対策で言えば、今現状から見ても、まだまだ本当に弱いと思います。だか

ら、郊外地域ですね。山麓地域ですとか、そこの空家に対しての対策があまりできていな

いというのが現状であると思います。そこは強化をするべきであるというふうに思います。  

 それから、拠点への集積のことで言えば、ここに居住までも集積するということが書か

れていますのでね。やっぱりこれ拍車がかかることになるんではないか、集中になるんで

はないかという懸念はぬぐえません。この辺は修正をしていただけたらというふうに思い

ます。 

 それから、３ページ６行目のところから2060年頃の人口は 110万人になるんだと。だか



－10－ 

ら、今後はそれに見合うコンパクトな都市構造とか公共ネットワークの維持・確保が必要

なんだということにされているんです。これがそのまま書かれているんですが、人口 110

万人のまちを想定して、何もかもコンパクトにしていくと。これも以前から議論をしてい

る内容ではありますが、社人研の推計で言いましたら、もう 110万人とここまで人口減少

してしまえば、さらにその後も止まらないと、その続きがありましたよね。その後もどん

どん人口減少は加速していくんだと。そこまでいったら、もう 60年、70年ずっと減り続け

て、 100年後には53万人まで神戸市の人口は減ってしまうんだと、そういうような推計も

ありました。結局こういうことを目標にするまちづくりにしてしまったら、本当に縮小し

かないようなそういうことになってしまうと思うんですけども、こういうまちづくりで、

私いいのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。方針として。  

○松崎都市計画課長 

 まず今回の方針につきましては、令和７年までのおおむね 10年間の方針と定めておりま

すけれども、ご指摘のように社人研によると、2060年にはこういった形で人口が随分減っ

ていくだろうという推計がございますけれども、当然我々は今進めております、拠点での

機能を高めていく、あるいは、住宅地での居住機能と連携した生活機能、利便性を高めて

いく。また、様々な工業流通業務地、複合機能地においても、それぞれの特徴に応じて機

能を高めていって、地域全体として高めていくというような施策を取りまして、働く場で

あったりとか身近に便利な機能があるまちづくりを進めていくことで、しっかりと今後の

人口の維持であったりとかまちづくりに向けて取り組んでいきたいということで考えてお

ります。  

○大かわら委員 

 この議論をしたら、以前からその 110万人だけではなくて 130万人の人口というんです

かね。創生戦略も複眼で見ていくんだということはお答えにはなるんですが、これを見る

限りでは、その 130万人を目指すというところが見えてこない。もう本当にコンパクトで

小さなまちづくりにしか見えてきませんので、これでは衰退の一途になってしまうんじゃ

ないかと大変危惧をいたします。やっぱりどこの地域に住んでも、ちゃんと行政サービス

も保障され、住みやすいまちであると、山麓だろうが、その拠点のところであろうがどこ

であろうが、やっぱりきちんと安心して住めるという地域づくりが必要であると思うんで

すね。そういうまちづくりにしないと駄目だというふうに思うんですけども、やっぱりそ

ういうところで言えば、都市空間向上計画の中でもあった問題点をきちんと解決をすると

いうところで取組をしていただきたいということを申し上げておきます。  

 以上です。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。ほかにご意見はございますでしょうか。  

○山本委員 
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 山本です。いくつか質問いたします。今の大かわら委員の質問にちょっと関連するこ

となんですが、先ほどの住宅地における身近な生活利便施設の維持の問題です。さっきの

やり取りを聞いててよく分からなかったことですので、もう一度お聞きしたいんですが、

この身近な、住宅地における身近な生活利便施設の位置づけっていうのは、具体的にどう

いうふうになるんでしょうか。この中身からよく見えてこないんですけども、お答えくだ

さい。 

○松崎都市計画課長 

 先ほど委員からのご指摘もありました、３ページ（２）都市計画に関する現状と課題②

ライフスタイルや価値観の多様化ということで、このたびのコロナのこともございました

し、テレワークが推進されたりとか、都心で皆集まらなくても、身近なところでも働く場

が確保されたりとかいうふうなことが、今様々な社会経済情勢の変化の中で求められてい

ることとしても上がってきてございます。また、住宅地でありまして、一定のエリアで住

宅しかできないというようなところでは、この上位の方針といいますよりも、それを受け

て、それに即して我々が都市計画で用途の規制であったり定めているところの中では、今

後どこで実現していくかということになりますと、具体的な都市計画の中でも検討してい

くことになると思いますけれども、そういった身近な住宅地であっても、歩いて暮らせる

ところに、例えばカフェであったりとか、あるいは、簡単に働くような小さなオフィスみ

たいなのがあるとか、そういったものが確保されると、郊外、あるいは、通常のニュータ

ウン、そういったところでも、一定のエリアの中で居住機能とバランスを取りながら、と

いうことで、都心だけではなくて、しっかり発展していけるのかなということで居住機能

とバランスを取った生活利便機能ということで書かせていただいております。  

○山本委員 

 今の説明で位置づけっていうのがなんとなく分かってきたんですけれども、やっぱり

ちょっとその辺の説明が少し不足してるのかなということを感じたので、もう少しできた

ら膨らませて今のような説明を補足するような形でしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 ほかにいろいろ気になることがありましてお聞きしたいのですが、10ページの複合機能

地というところですね。以前の文章では土地利用転換により住宅地化が進んでいる地域で

は無秩序な土地利用の混在を抑制し、住環境を保全するというふうに書かれておりました。

非常に大事な点だと思うんですが、今回の文章ではここの部分が抜けてるんですね。これ

は削除したのは何か理由があると思うんですが、この理由をお答えいただきたいなと思い

ます。 

○松崎都市計画課長 

 このたびの計画でも、特にこの部分に関しては大きく変更はしておりませんでして、複

合機能地においては、まずこの 10ページのところの真ん中辺りでございますけれども、当
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然様々な機能が商業・業務、あるいは、住宅も含めてですけれども、機能が複合的に立地

しておると。そういったところで、引き続きこういったものが共存しているところでござ

いますから、高い利便性も生かしていかなきゃいけないということと、それから、暮らし

やすい住環境を形成するということで、このたびの方針では書かせていただいておりまし

て、暮らしやすい住環境を形成しながらも、工場などの操業関係も守ると。適切な住宅の

立地誘導に加えて住宅、商業と工業の調和がとれた市街地を形成したいということで、こ

のたび記載をしております。  

○山本委員 

 場所を変えていろいろ散らばってて、そのエキスは入ってるんだというふうに今の説

明で受け止めたんですけど、そういう認識でいいんですか。そういうふうに理解していい

ですか。  

○松崎都市計画課長 

 はい。複合機能地につきましては、住宅、商業・業務、あるいは、工業等のそれぞれの

環境に適切に配慮された調和のとれた市街地を形成するということで、これまで同様、取

り組んでいきたいと考えております。  

○山本委員 

 そうしましたら、 11ページのニュータウン関係についてちょっとお聞きしたいんです

が、今回の変更の中にニュータウンということは具体的には触れていなかったのでお聞き

したいのですが、今回の記述と、それから前回の記述ともう全く同じになってまして、実

際におおむね 10年間の方向性を示すというふうにされていながら、前の記載と中身は変わ

ってないということになります。駅周辺についてはいろいろ具体的に取組状況、方向性が

示されているんですが、ニュータウンということについては記載が全然変わらないという

ふうになってるんですね。一体これはなぜなんでしょうか。何も今後変化はしない、手を

つけないということなんですか。  

○松崎都市計画課長 

 変化はしないということではなくて、今現在、前回、あるいはそれ以前からニュータウ

ンにつきましては人口減少の話でありますとか高齢化の話、あるいは、施設老朽化等の話

がございましたので、実際にそれぞれの地区でモデルの地区も選びながら入っていってい

ると。そういった施策を、やはり町の皆さんとどういった形で合意を図りながらやってい

くかということは少し時間をかけながら取り組んでいるところでございまして、これは引

き続き非常に重要な課題として神戸市でも取り組んでおりますし、これからも取り組んで

いくということでございますので、これは何か別にこの時点で何もしないということでは

なくて、これまでどおりしっかり取り組んでいくということでございます。  

○山本委員 

 そうしましたら、もう少しこう中身を具体的にしてほしいなというふうに思うんです
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ね。先ほどの質疑の中でも引用がありましたが、車の運転が困難な高齢者の増加などによ

り公共交通を中心とした交通環境や身近な生活利便施設の需要が高まることが考えられる

というふうに書かれているわけで、ニュータウンにとっては、まさにこれ非常に差し迫っ

た課題なわけですね、具体的に。全ての世代がバランスよく居住していくっていうことが

このニュータウンにとっては今本当に大事な、もう切実な問題だと思いますし、そのため

にどう人口を誘導していくのか。それから、空間の質をどう高めていくかっていうことで

すね。そういったことについて、どうアプローチをしていくかっていうのをもう少し具体

的に示しておいてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、いかがでしょう

か。 

○松崎都市計画課長 

 交通の話もございましたけれども、７ページのところでも、今お話のありましたニュー

タウンだけではなくて、山麓部の様々な住宅地もございますけれども、そういったところ

で今実際、地元の中で入っていくところで言いますと、コミュニティバスでありますとか、

デマンド型の交通などの地域コミュニティ交通についてもいろいろ議論をしているところ

でございます。ここの場所におきましても、そういったことの充実を図っていくというこ

とで新たに今回追加させていただいておりまして、先ほどありましたニュータウンのとこ

ろでの取組は今後も進めていくというところで、その中でこの方針の中でも新たに出てき

た様々な要望であったりとか動きを踏まえて、今後もこういう形で交通も含めて取り組ん

でいくということで記載をしているところでございます。  

○山本委員 

 やっぱりその既成市街地とニュータウンっていうのは、そのまちの成り立ちが全然違

ってるわけです。ですから、ここにもいろいろ書かれておりますので詳しくは言いません

けど、高齢化が一気に進んでしまうっていう弱点がどうしても出てくるので、これからい

ろんな世代、バランスよく住んでもらうためには、特別な手だてが必要だというふうに思

うんですね。ですから、地域でそれぞれいろんな課題があるんだというふうにおっしゃる

んですが、ただニュータウンとしての共通の課題、大きな課題っていうのがそこにあるわ

けでね。それをどういうふうに解決していくかと、そのアプローチについては、ちゃんと

もう少しこう触れておいたほうが都市計画としてはいいんじゃないかなというふうに私は

思います。ぜひその辺を膨らませていただきたいなというふうに思います。  

 それに関連してお聞きしたいんですが、公園緑地に関する方針というのが出されており

ます。 14ページの（２） -２公園緑地に関する方針というところで、今回ここに公園のリ

ノベーションと成熟したニュータウンのリノベーションや学校統廃合など、まちの再編に

関連する事業と連携して公園の再編を進めると、こんなふうに書かれているわけですが、

２つ課題があるというふうに思うんですね。  

 １つはニュータウンについてなんですけど、今申し上げたその成熟したニュータウンに
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とってのリノベーションや学校の統廃合というふうに書かれておりますが、ニュータウン

を縮小する考えなのかっていうふうにも取れるわけですね。住んでる人にとって生活の基

盤がそこにあるわけで、想定したような居住の誘導だとか住まいの移転ができるわけでは

ないというふうに思います。学校統廃合などまちの再編に関連する事業と連携して公園の

再編を進めることと地域ごとに空間の質を高めていくということが、実は矛盾する部分が

出てくるんじゃないかなというふうに思うんですね。住み続けたい人にとっての視点は欠

かすことはできませんし、今後住み続けたい人にとって孤立してしまうようなことがあっ

てはならないというふうに思いますが、この点をどういうふうに考えるのかというのが１

つお聞きしたい。 

 もう一つは、海浜公園の問題です。今既に事業が始まってて、Ｐａｒｋ－ＰＦＩで新た

なリノベーションといいますかリニューアルが進められているところですが、地域住民の

憩いの場、観光集客の場となる須磨海岸との位置づけで、須磨海浜公園の役割っていうの

が大きく変わるというふうにも思うわけですね。水族館を公立スペースとして廃止して民

間施設にするということは、常任委員会で随分議論したので、ここで言いませんけども、

今後このＰａｒｋ－ＰＦＩは一番大きな事業として須磨海浜公園のリノベーションをやら

れてるわけですが、今後、東遊園地を初めとして、このＰａｒｋ－ＰＦＩを活用した公園

のリノベーションというのはどこまで拡大を考えているのか。また、どういった基準でＰ

ａｒｋ－ＰＦＩの導入を判断していくのか。あと、こういうことについても、ちょっとこ

の公園緑地に関する方針の中で少し読みにくいのでお答えいただきたいというふうに思い

ます。 

 以上になります。  

○松崎都市計画課長 

 １点目、ニュータウンのリノベーションの話がございました。ニュータウンのリノベー

ションと申しますのは、やはりこれまでニュータウンの中で様々な戸建て住宅地、あるい

は、ＵＲであったり市営のものであったり住宅の団地があったりしますし、当然ニュータ

ウンに限らず神戸市全体の中でも人口減少とともに、やはり高齢化と、それから、子供世

代が少なくなってくるといったことは全国的にも進んでいっているところでございます。

そういった中で実際に空地、空家が出てきたということになってきますと、それを地域に

とってどういったいいものにリノベーションという形で変えていくことができるのか。そ

れは地域がどのようなものをそこに求めているのかということを、しっかりと話をしなが

ら進めていくことがあるだろうということで、リノベーションに取り組み、やはり学校の

統廃合がなされる場合においても、その跡地であったりとか、その施設をどういった形で

既存ストックという形で利活用ができるのかというようなことをしっかりと取り組んでい

くということで、それとあわせて、そういった事業と連携して、例えば公園にしますとか

いうことも考えられるということでございましょうし、また、別の新たな子育て施設とか
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オフィスにするなどというのも考えられるでしょうし、そういったことにしっかりと総合

的に取り組んでいくことをここでうたってございます。  

 ２点目の海浜公園、それから東遊園地ということでございますけれども、委員もご存じ

のとおり、様々都心の取組の中で東遊園地の再整備、あるいは、須磨地域の中で海浜公園、

それから水族館の再整備ということで取り組んでございますけれども、やはり我々がこれ

まで行政として、こういった施設を運営、設置するということだけではなくて、どのよう

にすると民間の方が利用しやすいか、あるいは、我々のアイデアでは出てこないような形

で、この地域だけではなくて神戸市全体の利用が見込まれるような、あるいは、遠方から

のお客様、観光者が見込まれるようなところにつきましては、そういったところをしっか

りと民間のアイデアも頂戴しながらやっていく必要があると思っております。そういった

ところについては、ご指摘ありましたようにＰＦＩという形で取り組んでいきたいという

ふうに思っております。  

○山本委員 

 終わりますけども、やっぱりこの文章全体を見まして、ざっくりと駅周辺だとか都心

に人を集めたり機能を集めたり、それから、人を誘導してきたりということについては非

常に具体的なんですが、一方で、その周辺部分っていうことについては、なかなかまだ十

分具体的でないというふうに感じます。しかもそれだけじゃなくて、民間活力を生かすと

いう形で、公共施設を廃止して民営の施設にしてしまうっていうことをやっていくという

ことで、その市の考えている方向については非常に具体的になっているんですけれども、

必ずしもそうじゃなくて、そこで想定されていないエリアについては、なかなかまだまだ

不十分だなというふうなことを感じました。ですから、私はあえて今日その点を指摘させ

ていただきましたので、ぜひその辺は今後も検討に加えていただいて膨ませていただきた

いというふうに思います。  

 以上です。ありがとうございました。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。ほかにご意見はございますでしょうか。  

 それでは、他にご意見もないようですので、議案についてお諮りをいたします。第１号

議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について   

神戸市決定であります。 

 ご異議がございましたので、挙手にてお諮りをしたいと思います。第１号議案について

賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 
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 ありがとうございます。反対の方の挙手のお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって、第１号議案につきましては、

原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 続きまして、第２号議案から第４号議案は関連する案件ですので、一括して説明を受け

たいと思います。それでは、事務局、説明をお願いいたします。  

○松崎都市計画課長 

 第２号議案  神戸国際港都建設計画  都市再開発の方針の変更について、第３号議案  神

戸国際港都建設計画 住宅市街地の開発整備の方針の変更について、第４号議案  神戸国際

港都建設計画  防災街区整備方針の変更について、いずれも神戸市決定です。  

 以上の３議案は、都市計画法第７条の２に関連する案件ですので、一括して、ご説明い

たします。  

はじめに、都市再開発の方針についてご説明いたします。計画書の 25ページをお開きく

ださい。計画図は３ページをお開きください。また、それぞれの地区の概要については、 

資料１の別表及び附図に掲載していますのであわせてご参照下さい。  

前面スクリーンをご覧ください。都市再開発の方針の概要です。都市再開発の方針は、

都市再開発法に基づき、市街化区域内において計画的な再開発が必要な市街地の健全な発

展と秩序ある整備を図るため定める方針です。   

都市再開発の方針では、市街化区域のうち計画的な再開発が必要な市街地、通称「一号

市街地」と、一号市街地内で特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区、  

通称「二号再開発促進地区」を定めることとされています。  

計画書の29ページをお開きください。今回の変更の理由と変更の概要を記載しています。  

前回の見直しから５年余りが経過し、人口減少・超高齢化の進行など都市を取り巻く社

会経済情勢の変化により、低・未利用地の発生や成熟したニュータウンのまちの活力低下

等、様々な課題が生じています。このような状況に適切に対応し、神戸が国際的な都市間

競争に負けない選ばれる都市として持続的に発展していくため、低・未利用地の有効活用

や施設の計画的な更新など、既存ストックを活かした市街地整備により質の高い都市空間

への再編を図るため、都市再開発の方針を変更いたします。  

まず、一号市街地の変更についてご説明いたします。前面スクリーンをご覧ください。  

計画図では、一号市街地の区域を青枠で表示しています。一号市街地は、「Ａ・東灘山

麓市街地」など13の市街地を位置付け、地域特性に応じたまちづくりの目標や方針を定め

ています。  
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今回の見直しでは、神戸の空の玄関口としての拠点形成を進めていくことから、「Ｆ・

海上都市」に神戸空港島を追加いたします。また、郊外拠点駅における駅前再整備を進め

ていくことから、「 M・拠点駅周辺市街地」に、岡場、谷上、名谷、学園都市、西神中央

の郊外拠点駅周辺を追加いたします。  

変更により一号市街地の面積は約728ha増加し、変更後の面積は約8,049haとなります。  

次に、二号再開発促進地区の変更についてご説明いたします。前面スクリーンをご覧く

ださい。計画図では、二号再開発促進地区の区域を赤色で表示しています。  

二号再開発促進地区は、一号市街地のうち都市空間を再編するため、現在事業中または  

概ね５年以内に事業の実施を予定している地区、及び民間による都市空間の再編を誘導し

ようとする地区を定めます。  

今回の見直しでは、密集市街地を改善するため事業を実施している「Ａ－１本山北町地

区」、魅力的な駅前空間を形成するため事業を検討している「Ｋ－２西鈴蘭台周辺地区」

の計２地区を追加いたします。  

 また、事業区域との整合を図るため、「Ｃ－１灘北西部地区」「Ｇ－１兵庫北部地区」

「Ｊ－１塩屋地区」「Ｋ－１鈴蘭台駅周辺地区」について、区域を変更いたします。「Ｅ

－１三宮周辺地区」は地域別構想に合わせて区域を変更いたします。 

さらに、すでに事業が完了した地区など 4地区を削除いたします。  

変更により、二号再開発促進地区の面積は約 87ha減少し、変更後の面積は約 947haとな

ります。  

 なお、計画図では一号市街地内において、地域のルールを定めている地域を黄色で、神

戸市都市計画マスタープランに定める市街地整備の先導エリアを緑色の点線で表示してい

ます。 

 続いて住宅市街地の開発整備の方針」についてご説明いたします。  

計画書の30ページをお開きください。計画図は４ページをお開きください。また、それ

ぞれの地区の概要については、資料１の別表及び附図に掲載していますので、あわせてご

参照下さい。  

前面スクリーンをご覧ください。住宅市街地の開発整備の方針の概要です。住宅市街地

の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置

法に基づき、都市計画区域内において、住宅及び住宅地の供給の促進と良好な住宅市街地

の開発整備を図るため定める方針です。  

住宅市街地の開発整備の方針では、一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又

は開発すべき市街化区域における相当規模の地区、通称「重点地区」を定めることとされ

ています。 

 また、「重点地区」は兵庫県住生活基本計画に定める「重点供給地域」との整合を図り

ます。計画書の32ページをお開きください。今回の変更の理由と変更の概要を記載してい
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ます。 

前回の見直しから５年余りが経過し、人口減少・超高齢化の進行など社会経済情勢の変

化により、これまでの人口増加を前提とした都市の拡大成長から、成熟した社会構造へと

転換が進み、今後は既存ストックを有効活用した住環境づくりが求められています。  

このような状況に適切に対応し、多様な地域特性を活かしたきめ細やかな住宅市街地の

整備改善を進め、住環境の多様性など神戸が持つ優位性をより高めるとともに、誰もが安

全・安心で快適に暮らせる住環境の形成を図るため、住宅市街地の開発整備の方針を変更

いたします。  

次に、重点地区の変更についてご説明いたします。前面スクリーンをご覧ください。計

画図では、重点地区の区域を赤色で表示しています。重点地区は、良好な住宅市街地の形

成を図るため、現在事業中または概ね５年以内に事業の実施を予定している地区を定めま

す。また、面的整備事業の実現可能性において、原則として 10年間、事業の動向を見定め、

事業の具体化が無い場合には、重点地区から除外します。  

今回の見直しでは、居住環境の改善と良好な住宅の供給をするため事業を実施している

「１ 本山北町地区」及び「11 鈴蘭台駅周辺地区」の計２地区を追加いたします。また、

事業が完了した３地区と、事業の見込みがない１地区を削除いたします。  

この変更により、重点地区の面積は約580ha減少し変更後の面積は約551haとなります。  

 続いて、防災街区整備方針についてご説明いたします。計画書の 33ページをお開きくだ

さい。計画図は５ページをお開きください。また、それぞれの地区の概要については、資

料１の別表及び附図に掲載していますので、あわせてご参照下さい。 

前面スクリーンをご覧ください。防災街区整備方針の概要です。防災街区整備方針は、

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づき、密集市街地内の各街区

について防災街区としての整備を図るため定める方針です。  

防災街区整備方針では、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区、通

称、「防災再開発促進地区」を定めることとされています。  

計画書の35ページをご覧ください。今回の変更の理由と変更の概要を記載しています。  

前回の見直しから５年余りが経過しましたが、老朽木造住宅の密集市街地では、火災時

に燃え広がりやすいことや、避難や消化が困難なこと等、様々な課題を抱えています。  

このような課題に適切に対応し、今後も震災の経験をふまえ市民の暮らしをまもるべく、

一歩ずつ着実にまちの防災面の向上をはかるため、防災街区整備方針を変更いたします。  

次に、防災再開発促進地区の変更についてご説明いたします。前面スクリーンをご覧く

ださい。計画図では、防災再開発促進地区の区域を赤色で表示しています。  

防災再開発促進地区は、住環境の改善及び防災性の向上などを図るため、現在事業中ま

たは概ね５年以内に事業の実施を予定している地区を定めます。  

今回の見直しでは、 密集市街地を改善するため事業を実施している「１  本山北町地
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区」及び「10 鈴蘭台駅周辺地区」の２地区を追加し、事業が完了した２地区を削除いた

します。  

変更により防災再開発促進地区の面積は約 96ha減少し、変更後の面積は約 513haとなり

ます。 

 最後に、３つの方針において削除する地区の事例として、浜山地区を紹介いたします。

前面スクリーンをご覧ください。浜山地区の従前の航空写真です。黄色の線で住宅市街地

総合整備事業の区域を、赤色の線で土地区画整理事業の区域を示しています。  

当地区では、道路の拡幅や公園・オープンスペースの創出等、公共施設の整備や、敷地

の集約化・建築物の共同化をはかり狭小敷地の解消と住戸改善を進め、土地の高度利用を

図ることで密集市街地が改善されました。  

なお、本案について令和３年９月７日から21日までの２週間縦覧を行いましたが意見書

の提出はございませんでした。  

説明は以上です。ご審議の程よろしくお願いいたします。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。ただいま事務局からご説明がありましたが、ご質問、ご意見が

ございましたらよろしくお願いいたします。  

 お願いします。  

○大かわら委員 

 まず第２号議案のところなんですけども、一号市街地に各拠点駅が含まれるというこ

とで、これは先ほども申し上げましたが、いろいろ人口も含めて各拠点駅への集積を助長

しているというところについては問題であると思っています。  

 それから、 28ページの表のところで、Ｆ海上都市のポートアイランド・神戸空港島が一

号市街地で、今回これも新しく入れるということです。神戸空港島の計画的な再開発とい

うところで言えば、どういう内容になるのか具体的なところをお聞かせいただけたらと思

います。  

○松崎都市計画課長 

 まず、このたびこのＦ海上都市につきましては、一号市街地にポートアイランドと神戸

空港島ということで入れております。ポートアイランドはポートアイランド１期、２期と

ございまして、神戸空港島と連携しながら地域の医療産業都市であったりとか様々な高度

な業務、商業機能、それから、先端科学等の機能を進めているところでございます。ただ、

神戸空港島について一号市街地に含めていますけれども、具体的な事業を実施あるいは予

定している、二号地区のエリアには含めていないという内容でございまして、一号市街地

として一体的に海上都市のエリアを位置づけたという内容でございます。  

○大かわら委員 

 空港島で言いましたら、今年度予算で空港島や連絡橋が 25億円かけて４車線化される
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ということで聞いていたと思うんですけども、こういう事業についても私たち問題だなと

いうふうに思っています。連絡橋については、そのとき指摘もしましたが、渋滞も混雑も

していないのに、優先して予算措置がされてきたということがあります。で、時期的に言

えばコロナ禍で本当に皆さんが苦しまれている中で、本当は中小企業への支援なんかも早

くしなければならないというところが、それがなかなかされないのに、こういうことが優

先をされるということ、こういう再開発に拍車がかかるのではないかということで危惧を

しますので、この点でもやっぱり反対をしたいと思います。  

 それから、二号再開発促進地区に本山北町地区が入っています。これに対しては全然問

題はないと、重要であるというふうに思うんですが、もう一つ新しく入った西鈴蘭台駅周

辺地区ですね。これまでも何かずっとされてきたようなんですけども、新しい地域も追加

をするという変更がなされているとお聞きしたんですが、それの変更はどこでどのように

決まったのかを教えていただきたいです。 

○松崎都市計画課長 

 まず資料１でございます。 32ページが委員ご指摘のありました西鈴蘭台駅の周辺地区の

参考図面でございます。西鈴蘭台駅の周辺につきましては、従来駅前のいわゆる神戸電鉄

の駅舎及びその周辺の商業施設。そして、我々も今後、公共施設、駅前広場であったりと

かそういったものを検討していくということで一号市街地の中で二号地区という形での位

置づけを検討しておりました。一方、こちらの図面で言いますと、その南側のところ、駅

に隣接した街区でございますけれども、そちらにおいても民間の地域の土地所有者の有志

の方が中心となりまして、駅前の活性化に向けた土地の有効利用について、今勉強会なん

かを進めているという内容でございまして、我々神戸市もオブザーバーとして出席をさせ

ていただいて、駅前の公共施設、神戸電鉄、民間の方々の検討が一体となって、駅前の活

性化であったり、にぎわいづくりであったり、利便性の向上というものに取り組んでいく

ことが地域の核となって、最終的に地域全体のにぎわいづくりにつながっていくのだろう

ということで、このたびの計画案においては、この街区も含めまして二号地区ということ

で位置づけをしております。  

○大かわら委員 

 地元からの具体的な要望というのは何か出てるんでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 要望といいますか、今現在、地元の個々の地権者の方々が、それぞれ自身でどういった

形で今後この街区を自分のお持ちの土地、あるいは建物も含めてどんな手法でやっていく

のが最も地域にとっていいものになっていくのかというのを勉強しているという状況でご

ざいます。  

○大かわら委員 

 この再開発に関わる地権者ですとか住民の方ですとか、どのぐらいいらっしゃるんで
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しょうか。  

○松崎都市計画課長 

 土地の所有者につきましては、その都度勉強を進めているところでございますけれども、

５名ほどいらっしゃいます。  

○大かわら委員 

 ５人の方だけで進められているってことなんでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 はい。地権者としましては５名の方が今様々なお持ちの土地、あるいは建物等について

今後ご自身の考え、あるいは皆さんの考えをみんなで共有しながら勉強しているというと

ころでございます。  

○大かわら委員 

 ５人だけの方で進められているということで、余りにも少ないのでびっくりしたんで

すけども、その地域への説明とかはこの事業についてどの程度されているのか、それもお

聞きしたいんですが。  

○松崎都市計画課長 

 今現在は、まず自らの土地、あるいは建物について具体的にどういった手法で、あるい

はどういう形で駅前の街区との連携ができるのかとか様々なことについて勉強を始めてい

るところでございまして、まだこの具体的な内容について、あるいは事業手法についても、

これから様々比較をしながら考えていくところでございますので、その後、具体的な内容

については当然地域の皆様、あるいは建物の中でもテナントの方もいらっしゃいますから、

考えていくことになりますけど、今現在は、まずその勉強を始めているところでございま

す。  

○大かわら委員 

 私もちょっとこれ、その変更があったということで、地元の自治会長さんにもお話を

お伺いしたんですけども。また別に会議もしてるわけではないし、その自治会や婦人会で

集まってお話をされてるのは、まちづくり全体のことで、再開発のことではないと言われ

ていました。その辺で言えば、本当に一部の方の意見だけで先行しているのか、ちょっと

その辺は危惧をするのですが、まだ今勉強されている段階ということやったら、ここに載

せるのはまだ時期尚早ではないかと思います。やっぱりこれ大事な計画になりますので、

もうちょっと地域として、その意思疎通を図り、全体の合意形成が行われるというもとで、

この計画として位置づけるべきであるのではないかなというふうに思います。  

 それから、次へ行きますけど、鈴蘭台駅周辺地区、今回追加になってるんですけど、こ

れ第17号議案でも出てますので、議論はそちらで行いたいというふうに思います。  

 それから、あともう一つ、 29ページのところで今回の事業から削除する地区ということ

で神戸駅周辺地区が入っています。これ第３号議案、第４号議案も同様なんですけども、
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これお聞きをしたら、兵庫区の西出町と東出町の密集市街地事業ということだったんです

ね。これ事業が完了だからということで今回外すということになっているんですけども、

どういうことで完了という判断になったんでしょうか。その辺りお聞かせください。  

○松崎都市計画課長 

 神戸駅周辺地区は、今委員からもお話ありましたように、実際は兵庫区の西出、東出町

というところでやっておりまして、この事業としては住宅市街地総合整備事業という形で

進めてまいりました。具体的には住宅市街地の整備に関する事業といいますのは、地域で

建て替えを促進する、共同建て替えなど建て替えを促進するとか、耐震性に問題のある住

宅については耐震改修を行うというようなことでありますとか、住宅市街地総合整備事業

の中で東川崎、それは東出町のすぐ隣のところでございますけれども、過去にはそちらの

エリアに入っておりましたので、住宅の供給を行うといった事業と、あわせて主要な生活

道路につきまして建て替え時に合わせて後退部分の拡幅整備をするとか、安全・安心のた

めにそういった幅員の確保であったりとか、あるいは公園緑地や広場について大規模敷地

の一部とか共同建て替えなどの際にはポケットパークなどを設けてオープンスペースを確

保する。そういった様々な地域の生活改善の事業に取り組んでまいりまして、その事業が

令和２年度までということで、一定必要な当初の目的として掲げさせていただいたところ

が完了したということで、このたび二号地区からは除外をしているという内容でございま

す。 

○大かわら委員 

 一定その事業が進んでいるということはもちろん承知をしております。まち全体が本

当に安全なまちにそんなに変わったのかなということを今改めてあの辺りをずっと歩いて

きたんですけども、やっぱり、もう狭隘の家ですとか密集した住宅というのは一定残され

ています。あの地域というのは震災以降、空き地があちらこちらにそのままになっている

ところもあります。そこが空き地になっているから、家と家の間隔が空いているような状

況が出ているんですね。これ、もし新しくそこに家を建てるとなったら、またちょっと変

わってくるというふうに思います。それ以外でも古い住宅が残されていて、本当にもうこ

こ大丈夫かなというようなところも、まだまだ密集の状況のところがまちとしてはありま

すので、私はこれまだ除外するのではなくて、もうちょっと事業を続けるべきではないか

なというふうに思っていますが、いかがでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 先ほどちょっと冒頭でも申し上げましたけれども、この地区内の幹線道路であったりと

か、もともとその道路の整備もなされてなくて、ご指摘のとおり密集した建物が非常に狭

隘なところにひしめき合っていたという、そこで幹線道路などの整備と、住宅の建て替え

に併せて空地ができたところで、皆さんと合意形成を図りながら、道路の中心線なんかも

決めていきました。そういった形で生活道路を整備したりということで安全・安心に取り
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組んできたということでございます。一方、緑地でありましたりとか住宅の共同建て替え

でありましたりとか、先ほど申し上げたポケットパークであったりとか、そういったこと

も併せて取り組んできたということで、当初計画に掲げられておりました地域の方々と目

標に掲げた内容については、一定ここで整備が進んできたということで、改めてこの中で

は二号地区からは除外させていただきましたけど、今後も当然課題のあるエリアについて

は、空地の活用をどうしていくのかとか、それは全市的にも同じ内容として取り組んでま

いりますので、決してこれで何か終わりということではなくて、引き続き事業なり、必要

な利活用なりはソフト的なことも含めて取り組んでいくのは他地区とも同様でございます。  

○大かわら委員 

 これ一旦網掛けが外れてしまったら、本当になかなか進まないんじゃないかというよ

うに危惧しています。今までもずっと長年取り組んでいただいてて、もうちょっとずつ進

み、共同化なんかもね、一気に進んだというところもありますので、それはもちろん承知

をしているのですが、今後また、安全なまちづくりということで言えば、これからその網

が外れたら、また難しくなるだろうなと、私はそれを心配しています。先ほど出ていた写

真の裏側ですとか。もう本当に狭い路地で、そのまま残ってるんです。だから、一定はき

れいになり安全にはなっているけど、まだまだたくさん問題が残されていますので、ぜひ

その辺りの取組は緩めないでいただきたいということを申し上げておきます。  

 以上です。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。ほかにご意見ございますでしょうか。  

 どうぞ。  

○松村委員 

 私が今回から初めて参加したからっていうのもあるかとは思うんですけれども、二号

再開発促進地区の削除する地区の中に六甲アイランド地区っていうのが入ってまして、理

由は具体的な取組未定というふうに書いてあるんですけども、これは二号再開発促進地区

っていうのは当然資料１にも書いてありますように、整備または開発の計画の概要ってい

うのを定めて、六甲アイランドに関してはこういうふうに方針、目的、目標を定めてやっ

ていこうというふうな考えを持って、二号再開発促進地区に定めてると思うんですけども、

これを具体的な取組が未定だからっていう理由で削除するっていうのは、どういう議論の

経緯だったのかっていうのをお教えいただいてよろしいでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 六甲アイランド地区につきましては、もともと海上都市ということで計画的に開発され

た土地でございます。こちらについては前回二号地区に位置づけました際に、面的な事業

についても今後何か検討ができないかということで、地域の皆様と事業者の方、神戸市も

入って、そういった検討を今後進めていけるのではないかということで考えておった次第
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でございます。そういったことで二号地区ということで位置づけがなされていたところで

ございますけれども、実際にこの二号地区に位置づける内容といいますのが、法定されて

いますが、土地区画整理事業や、先ほどの住宅市街地総合整備事業、あるいは、再開発事

業等々の、いわゆる事業を伴うようなものになっています。先ほど事例で示したような、

例えば狭小な宅地や細街路の改善といった、いわゆる課題というよりも、こちらについて

はもともと広幅員の道路と区画が整形された宅地と、それから、適正に配した公園緑地と

いうものが計画的に造られておりますので、このたびいろいろ検討していた中で、事業と

しては二号地区の基準としては除外させていただくということが１つと、それから、実際

には六甲アイランドにつきましては、住民の皆様、非常に熱心に話し合っておられて、六

甲アイランドの将来の姿ということで、今後、具体的に既存のストックをどう活用してい

こうとか取り組んでおられまして、実際にまちの現状とか分析なんかも進めながら、昨年

度の末頃、六甲アイランドのまちの将来の姿というものを取りまとめて、具体的ににぎわ

い創出につながるようなことができないかというようなことで、今事業者へもヒアリング

なんかもしているところでございます。当然そういったことで二号地区ということではな

くても、神戸市としてもしっかりと地域の活力とか魅力向上に取り組んでいく、それを支

援していくのは当然でございますし、だから、今後もしある一定の街区等でこういった事

業を進めたいということが、また具体化していくことであれば、改めて二号地区としての

位置づけの検討をするのも可能ではないかなと考えております。  

 以上でございます。  

○松村委員 

 ありがとうございます。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。いかがでしょう。  

 お願いします。  

○西村委員 

 １点確認させていただければありがたいんですけど、１号議案もそうだったんですけ

ど、立てつけが上位の計画があって、その下にぶら下がってきて動いてるので、その上位

の計画の中に入ってるなら、それでいいし。それから、これなんかもそうですけど、方針

の変更ですから、その既存の方針から新しいものに変わっていくということですけども、

その既存の中に含まれているのならそれで構わないんです。だから、今日はもう出てきて

ないとか、今回はそれは表に出てきていないということなら、それで安心なんですけども、

１号からここまで聞いてきて１つだけ気になったのが、ＢＣＰです。事業の継続性という

か、要は災害があったときに、どうやって事業再開をさせるか。決してその経済政策と社

会政策や人の命で言うと、経済を優先しろと言ってるんじゃなくて、この中には阪神淡路

大震災を経験したのでという記述があって、産業についても目配りはあるんですね。ここ
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に書いてある文言を読むと。だけど、ここまでのその変更の中で言うと、あまりそのＢＣ

Ｐについては触れておられないというか、別資料にも出てないですよね。だけど、それは

もう既に前提として入ってるんですよっていう意味であれば、それでいいし、そこはまた

違う施策で考えるんだっていうなら、それでもいいんです。それが行政の縦割りになるの

かどうかは私には分かりませんけれども。だから、ちょっとだけ、やっぱり神戸は震災を

経験したまちということを大前提に考えると、今の時代はその事業を速やかに復興させて

いくというか、事業を継続させていくという視点もやっぱり必要だろうと。大阪がもし何

かあったら、神戸で事業再開してもらえるぐらいのものがあってもいいんだろうなと個人

的には思うんですけど、そこについてはどういう位置づけになってるのかなということだ

け確認させていただければ。ちょっと直接この議題とは、ずれてますけども。  

○小谷会長 

 いかがでしょう。  

○松崎都市計画課長 

 １号から４号までの中でということで、大きな方針であるということで今委員がご指摘

ありました中で言いますと、まさにおっしゃるとおりでございまして、特に１号議案の都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針と申しますのは、他の都市計画はそれに即して定

めるということで、上位に当たるものでございます。その中で先ほど神戸が経験してきた

災害に対してどのように取り組んでいくのかということ。災害があっても、どのようにそ

の都市の機能を継続していくのかということがご指摘だったと思いますけれども、資料は

元に戻るんですけれども、計画書で言いますと 16ページと 17ページの辺りに、まさに我々

は阪神淡路大震災を経験しまして、あるいは、古くは阪神大水害ということで非常に大き

な水害の経験もあると。それで、最近では豪雨対策ということで、台風であったり平成30

年７月豪雨があったりということで、様々な被害を受けてきたというようなところでござ

います。そこで、16ページから17ページにかけて、かなりページを割いて、都市防災に関

する方針ということで打ち出しておりまして、先ほどの委員のご意見からの関係で、少し

追加されているところで言いますと、 16ページ（ 5）①防災拠点・交通体系機能強化のと

ころでも、昨今、帰宅困難者対策ということで、ハード・ソフトの両面で、今都心、三宮

の取組も進めておるところでございますけれども、その中でしっかりと事業を進める、再

整備をするような建物であったりとか、そこに公共施設として収容可能なものが位置づけ

られたりとか、そういったものをこの中でしっかりと位置づけていかなければいけないと

いう思いを基に、方針の中でこういう記載をさせていただいております。それ以外にも当

然ながら大地震に対して耐震化、あるいは、先ほども防災密集の話もありましたけど、不

燃化を促進していくことと、それから、神戸はやはり山が迫っている土地柄でもございま

すので、土砂災害の防止ということで、震災後の斜面崩壊に端を発しまして、これまでの

グリーンベルト整備事業ということで、国とも連携して進めているところではございます
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けれども、そういったことも引き続き進めていくということ。また、今後の津波対策とい

うことで、海岸保全施設の整備でありますとかハード対策、それから、啓発によりまして

地震や津波に対してはソフトでも対策をしていく。あるいは、皆さんで防災活動に取り組

んでいただくとか、そんなことを含めて津波のところにも追加をさせていただいておりま

す。そういった形で全体を包括する上位計画の中でしっかりと都市計画としては取り組ん

でいかなくちゃいけないというその姿勢について、こちらでうたっているところでござい

ます。 

○西村委員 

 ありがとうございます。もうちょっと明確に書き込んでもいいのかもしれないなって

いうのは。思いは分かりますけども、そのほうが分かりやすいかなという気はしないでも

ないです。  

 ありがとうございます。  

○小谷会長 

 いかがでしょう。  

 特にご意見がないようですので、各議案についてお諮りをしたいと思います。第２号議

案 画都市再開発の方針の変更について  神戸市決定であります。  

 ご異議がございましたので、挙手にてお諮りをしたいと思います。第２号議案について

賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。反対の方の挙手お願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認し、市長に

答申いたします。  

 続きまして、第３号議案 住宅市街地の開発整備の方針の変更について  神戸市決定で

あります。  

 ご異議ございますか。ご異議がございますので、挙手にてお諮りをしたいと思います。

それでは、第３号議案につきまして賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  



－27－ 

 

○小谷会長 

 反対の方の挙手のお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 第４号議案  防災街区整備方針の変更について 神戸市決定です。 

第４号議案につきまして賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 反対の方の挙手のお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認し、市長に

答申いたします。ありがとうございました。  

 続きまして、第５号議案から第 14号議案及び諮問事項②につきましては、第５号議案の

区域区分の変更に関連する案件でございます。一括して説明を受けたいと思います。それ

では、事務局、説明をお願いいたします。  

○松崎都市計画課長 

 第５号議案  神戸国際港都建設計画  区域区分の変更について、第６号議案  神戸国際港

都建設計画  用途地域の変更について、第７号議案  神戸国際港都建設計画  特別用途地区

の変更について、第８号議案  神戸国際港都建設計画 高度地区の変更について、第９号議

案 神戸国際港都建設計画  防火地域及び準防火地域の変更について、第 10号議案 神戸国

際港都建設計画  駐車場整備地区の変更について、第 11号議案  神戸国際港都建設計画  臨

港地区の変更について、第 12号議案 神戸国際港都建設計画 下水道の変更について、第 13

号議案  神戸国際港都建設計画  市場の変更について、第 14号議案  神戸国際港都建設計画  

地区計画の変更について、いずれも神戸市決定です。  

以上の１０議案および諮問事項②  神戸市都市空間向上計画（立地適正化計画）の変更

については、第５号議案の区域区分の変更に関連する案件ですので、一括してご説明いた
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します。  

最初に、区域区分制度について、ご説明いたします。前面スクリーンをご覧ください。  

区域区分とは無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を  

市街化区域と市街化調整区域に区分する制度であり、一般的に「線引き」と呼ばれており

ます。 

前面スクリーンは区域区分のイメージ図です。都市計画では、無秩序な市街化を防止す

るために、すでに市街地になっている区域や、おおむね 10年以内に計画的に市街化を図る

区域を「市街化区域」として位置づける一方、自然環境や農地等を保全し、市街化を抑制

すべき区域を「市街化調整区域」として定めております。  

神戸市では、昭和45年に区域区分について都市計画を定め、その後、概ね５年ごとに、

計７回の全市的な見直しを行っております。近年、人口減少・超高齢化の進行や地球温暖

化防止への取り組みなど、都市を取り巻く社会経済情勢が大きく変化していることを踏ま

え、第８回目の見直しを行うものです。  

今回の区域区分の見直しにあたりましては、前面スクリーンに映しておりますように、  

平成31年３月に、見直しの基本的な考え方を公表し、令和２年７月に、変更素案の公表を

行うと同時に、計34回の個別説明会を開催し、市民や関係権利者の皆様のご意見をお聞き

し、協議や調整を行い案の作成を行ってまいりました。  

引き続き、前面スクリーンをご覧ください。線引き見直しの考え方のうち、今回の見直

しに関係するものをご説明します。  

１．現行の市街化調整区域から市街化区域への編入につきましては、①計画的なまちづ

くりの実施が確実で必要と認められる区域を、「市街化区域」に編入します。②計画的な

まちづくりの実施が確実で必要と認められるが、その実現に時間を要する区域を「特定保

留区域」に位置付けます。 

２．現行の市街化区域から市街化調整区域への編入につきましては、①まとまった農地

や山林等で計画的なまちづくりの見込みがない区域、市街地に隣接した山林等で、自然環

境の保護や都市の防災性の向上をはかることが望ましい区域は、「市街化調整区域」に編

入します。②まとまった農地や山林等で計画的なまちづくりを進めるための条件整理に  

時間を要する区域は、その間の無秩序な開発を防止するため、「暫定市街化調整区域」に

編入します。  

３．現行の暫定市街化調整区域や特定保留区域の取り扱いにつきましては、②計画的な

まちづくりの実施に向けて検討を進めている区域は、「特定保留区域」を継続します。④

計画的なまちづくりの見込みがない区域については、現行の「暫定市街化調整区域」・

「特定保留区域」の指定を廃止します。  

４．境界の調整につきましては、線引きの境界となっていた地形などが変化している場

合は、それにあわせて境界を明確にします。  
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５．また、区域区分の変更に伴い、市街化区域に編入する区域では新たに用途地域、高

度地区、防火・準防火地域等関連する都市計画を指定し、市街化調整区域に編入する区域

ではこれらを廃止します。  

６．あわせて、区域区分の変更内容に応じて、神戸市都市空間向上計画の「駅・主要バ

ス停周辺居住区域（居住誘導区域）」、「広域型都市機能誘導区域（都市機能誘導区

域）」の設定、除外を行います。  

次に、変更箇所ごとの説明をいたします。計画図は６ページをお開きください。あわせ

て前面スクリーンをご覧ください。位置図です。赤い線が「市街化区域」と「市街化調整

区域」の区域区分界であり、灰色の範囲が「市街化区域」です。  また、凡例に記載して

おりますが、今回、「市街化調整区域」から「市街化区域」に編入する箇所を赤色、「暫

定市街化調整区域」から「市街化調整区域」に編入する箇所を黄色、「市街化区域」から

「市街化調整区域」に編入する箇所を緑色「市街化区域」から「暫定市街化調整区域」に

編入する箇所を青色、で表示しております。計画図の７ページをお開き下さい。あわせて、

前面スクリーンをご覧下さい。これからご説明する図面の凡例です。「１．変更区域及び

変更内容」は、黒枠のハッチングで表示しています。「２．境界表示」には、区域区分の

境界や、用途地域の境界線などの凡例を記載しています。「３．用途地域、高度地区、防

火地域及び準防火地域の略号の説明」には、図中でのそれぞれの用途地域の表示例及び略

号を示しています。略号欄に、用途地域のそれぞれの略号を表示しており、表示欄に図中

でのそれぞれの着色を表示しています。用途地域等の表示例についてご説明いたします。  

例１の「１  １中高（ 200／60）③  防火」ですが、左から順に、地区番号が１、用途地

域が「第１種中高層住居専用地域」、容積率が「 200％」、建ぺい率が「 60％」、高度地

区が「第３種高度地区」、防火地域及び準防火地域のうち「防火地域」であることを表し

ています。 なお、暫定市街化調整区域の場合は用途地域の略号に「暫」を付記しており、  

欄外の例のとおり「暫１低専」と表示、また、市街化調整区域の場合は、用途地域の略号

を「市調」と表示しています。計画図の８ページをお開き下さい。  あわせて、前面スク

リーンをご覧下さい。高度地区の凡例です。図中でのそれぞれの高度地区の略号や制限内

容を表示しています。神戸市では、第一種から第八種まで８種類の高度地区を指定してお

り、略号の欄にそれぞれの高度地区の略号を表示しています。計画図の制限内容の欄に  

それぞれの高度地区における制限内容を図示しています。防火地域及び準防火地域の凡例

です。防火地域を赤色のハッチングで、準防火地域を黄色のハッチングで表示しています。  

 前面スクリーンに表示する図面の変更内容の見方をご説明します。変更箇所は赤色で引

き出しをしており、左から順に、「変更箇所番号」「変更前の指定内容」「変更後の指定

内容」を表示しています。  

それでは、変更地区ごとの内容をご説明いたします。計画書の 51ページをお開き下さい。

それぞれの変更地区ごとの変更内容を一覧表にして記載しております｡計画図は６ページ
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の位置図をお開き下さい。なお、計画図については計画図の９から 31ページに示しており

ますが、説明の順番が前後しますので、前面スクリーンを用いて説明いたします。図の着

色は、変更後の用途地域の色で表示しております。  

前面スクリーンをご覧下さい。まず、計画書51ページの一覧表、１番・２番の「市街化

区域」に編入する箇所について、ご説明いたします。これらの２地区は、公有水面埋立事

業による区域を新たに「市街化区域」に編入するものです。  

赤色の引出線で表示のとおり、１番の中央区新港町については、市街化区域への編入に

あわせて準工業地域と準防火地域の指定、また神戸市都市空間向上計画の広域型都市機能

誘導区域を設定、そして臨港地区を指定いたします。 

 ２番の兵庫区中之島については、市街化区域への編入にあわせて商業地域と防火地域、  

臨港地区、市場を指定いたします。  

 前面スクリーンをご覧下さい。次に、計画書 51ページの一覧表、３番から 21番の「暫定

市街化調整区域」の指定を廃止する箇所についてご説明いたします。これらの４地区は、

これまで「暫定市街化調整区域」に位置づけていましたが、当地区での計画的なまちづく

りの見込みがないため、「暫定市街化調整区域」の指定を廃止し、あわせて用途地域及び

高度地区を廃止するものです。  

３番から 12番は北区山田町原野地区、 13番から 16番は北区山田町上谷上地区、 17番       

は北区山田町上谷上地区、18番から21番は北区山田町下谷上地区です。  

前面スクリーンをご覧ください。次に、計画書の 51ページの一覧表、 22番から 43番の

「市街化区域」から「市街化調整区域」に編入する箇所について、ご説明いたします。  

これらの10地区は、まとまった山林等で計画的なまちづくりの見込みがない区域で、自

然環境の保護や都市の防災性の向上をはかることが望ましい区域であるため、「市街化区

域」から「市街化調整区域」へ編入します。あわせて用途地域や高度地区を廃止、神戸市

都市空間向上計画の駅・主要バス停周辺居住区域、山麓・郊外居住区域から除外いたしま

す。 

22番 か ら 27番 は 北 区 山 田 町 上 谷 上 地 区 、 28番 は 北 区 山 田 町 原 野 地 区 、 29番 は       

北区山田町下谷上地区、30番から32番は北区山田町小部地区、33番から35番は北区山田町

下谷上地区、 36番から38番は須磨区車地区、39番、40番は西区押部谷町西盛地区、41番は       

北区八多町柳谷地区、42番は北区山田町小部地区、43番は須磨区妙法寺地区。 

前面スクリーンをご覧下さい。次に、計画書の 51ページの 44番から 54番の「市街化区

域」から「暫定市街化調整区域」に編入する箇所について、ご説明いたします。  

44番から54番の北区山田町原野地区は、計画的なまちづくりを進めるにあたって、時間

を要する区域であり、その間の無秩序な開発を防止するため、「暫定市街化調整区域」へ

編入、地区計画の廃止にあわせて用途地域、高度地区の変更、また、神戸市都市空間向上

計画の山麓・郊外居住区域から除外いたします。  
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前面スクリーンをご覧下さい。次に、計画書の 51ページの 55番から58番について、ご説

明いたします。これらの３地区は、線引きの境界となっていた地形などの変化に伴い、境

界調整を行うものです。  

55番、56番の中央区神戸港地方地区については、市街化調整区域への編入にあわせて用

途地域と防火地域を廃止、また、神戸市都市空間向上計画の駅・主要バス停周辺居住区域、

広域型都市機能誘導区域から除外し、そして特別用途地域（都心機能誘導地区）と駐車場

整備地区を廃止します。  

 57番の北区有野町唐櫃地区については、市街化区域への編入にあわせて第２種住居地域

と第５種高度地区を指定、また、神戸市都市空間向上計画の駅・主要バス停周辺居住区域

を設定いたします。58番の垂水区西舞子地区については、市街化区域への編入にあわせて  

第２種住居地域、第５種高度地区、準防火地域を指定、また、神戸市都市空間向上計画の

駅・主要バス停周辺居住区域、広域型都市機能誘導区域を設定いたします。  

以上、全体で合計58地区の変更を行います。  

 計画書の37ページをお開き下さい。あわせて前面スクリーンをご覧下さい。区域区分の

変更前後対照表です。  

このたびの区域区分の変更により「市街化区域」は、約 151ha減少し約 20,244ha、「市

街化調整区域」は約155ha増加し約35,486haとなります。なお、区域区分に関連して変更

する他の都市計画については変更前後対照表の説明を省略させていただきます。  

続きまして、第12号議案 神戸国際港都建設計画 下水道の変更についてご説明いたし

ます。 

 計画書の55ページをお開きください。下水道は、河川や海域の水質保全、生活環境の改

善、浸水に対する安全性の向上を図るために必要不可欠な都市施設です。市街化区域内に

おいては必ず公共下水道を定めており、市街化調整区域内においても必要に応じて公共下

水道を定めております。  

 計画書の56ページをご覧ください。今回の変更の理由書です。第５号議案の、区域区分

の変更に伴い、処理区域及び排水区域を変更するものです。具体には、暫定市街化調整区

域から市街化調整区域に編入する区域など、公共下水道による処理が行われる見込みがな

い区域を廃止するとともに、市街化区域に編入する区域を汚水の処理区域、及び雨水の排

水区域にそれぞれ追加いたします。  

 計画書57ページをお開きください。変更前後対照表に、変更の概要をまとめております。

計画図の28ページをお開きください。あわせて前面スクリーンをご覧ください。汚水の処

理区域について示しております。図では、区域区分の変更に合わせて廃止する区域を黄色、

追加する区域を赤色で表示しております。赤字は変更する処理区域に対応した区域区分の、

議案図における地区番号およびページ番号を記載しております。必要に応じてご参照くだ

さい。 
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今回の変更により市全体の汚水の処理区域は約111ha減少し、約 23,119haとなります。   

次に、計画図の29ページをお開きください。あわせて前面スクリーンをご覧ください。

雨水の排水区域を示しております。内容につきましては、先ほどのご説明と同様ですので

省略させていただきます。今回の変更により、市全体の雨水の排水区域は、約 111ha減少

し、約20,428haとなります。説明は以上です。 

 以上、第５号議案から第14号議案までの10議案について、令和３年９月７日から 21日ま

での２週間縦覧に供し、第５号議案  神戸国際港都建設計画 区域区分の変更について３件

の意見書の提出がありました。  

 引き続き、提出された意見書についてご説明します。資料２は、今回の都市計画変更に

対して、提出者の氏名等を除き内容をそのまま記載したものです。資料３は、提出された

意見の要旨とそれに対する神戸市の考え方をまとめたものです。それでは、資料３に沿っ

てご説明します。  

 資料３の１ページをお開きください。あわせて前面スクリーンをご覧ください。変更区

域のうち、意見を提出された方の所有される土地を黄色で着色しております。まずは、計

画図12ページ、北区山田町上谷上地区です。土地利用を住宅用地及びマンション用地等の

計画も含め考えているため、現状のまま市街化区域にしておいてもらいたい。  

 次に、計画図14ページ 北区山田町原野地区です。土地の担保価値が低下することや売

却を検討していること等により、現状のまま市街化区域にしておいてもらいたい。  

 これらの意見に対する神戸市の考え方です。  

このたびの見直しにおいて、まとまった農地や山林等で計画的なまちづくりの見込みが

ない区域、市街地に隣接した山林等で、自然環境の保護や都市の防災性の向上をはかるこ

とが望ましい区域は、市街化調整区域に編入する方針としています。当該区域においては、

意見書を提出された地権者は区域内の土地の一部を所有されており、本人に内容を確認し

たところ、現時点で具体的な開発計画はなく、他の地権者からの意見書提出はありません

でした。  

また、周辺の土地利用規制や地形的状況、関係者との協議の有無などを勘案すると、今

のところ計画的なまちづくりの見込みがない区域と判断されるため、市街化調整区域に編

入することが適切と考えています。  

 続いて、計画図20ページ北区山田町小部地区です。  

将来、隣接地でレクリエーション施設や産業施設を考えており、変更予定箇所をその現

場事務所や駐車場として利用したいので、現状のまま市街化区域にしておいてもらいたい。  

 この意見に対する神戸市の考え方です。見直しの考え方は先程のとおりです。当該区域

は、土砂災害特別警戒区域を含んでおり、国の定める都市計画運用指針において土砂災害

特別警戒区域は、防災性の観点から原則として市街化区域に含まないこととされています。  

また、地権者に内容を確認したところ、現時点で防災対策を含めた具体的な開発計画は
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なく、今のところ計画的なまちづくりの見込みがない区域と判断されるため、市街化調整

区域に編入することが適切と考えています。   

 第５号議案から第14号議案までの 10議案および諮問事項②についての説明は以上です。  

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○小谷会長 

 ありがとうございました。  

 ただいま事務局からご説明がありましたが、ご質問、ご意見がございましたらお願いい

たします。  

 どうぞ。  

○安井委員 

 いろいろあって、今回の線引きという権力を行使する上において非常に大事なことは、

いかに相手の土地の地権者に丁寧な説明をしているか、そして知らしめているかというこ

とが非常に大きなポイントになります。この施策をするにおいて、例えばこの意見書の出

ている資料２の、例えば１番でも２番でも、今回原野地区と小部ですか、ここら辺りから

も出ているんですが、具体的に市街化区域で今まであったのを、あなたの土地を調整区域

にしますよという非常に大きな利害関係を生むこの権力の行使について、当局はその地権

者にどのような方法でそのことを知らしめ、手続をとったのかということについてお聞き

します。  

○松崎都市計画課長 

 まず、これまでの今回の手続に係る事前の周知であったりとか、地権者との協議という

ことでございます。この線引きを進めるに当たりましては、まず平成30年に山林や農地等

をお持ちの方々に対しまして、皆さんに開発の今後の意向があるのかどうかにつきまして、

事前に資料をお配りしまして、回答いただくということでご意見を頂戴いたしました。  

 その後、開発の意向があるとおっしゃられたところ、暫定市街化調整区域も含めてです

けれども、お話をお聞きしながら、令和２年７月、先ほど申し上げた素案の段階で、各エ

リアの地権者の皆様に、神戸市として今回の提案で掲げさせていただいておりましたよう

な市街化調整区域に向けた手続を進める予定でございますということで、それぞれの地権

者の方にミニニュースを送らせていただいて、あわせて個別の説明会を開催させていただ

きました。  

 その中で、個別の説明会にお越しいただいた方にも改めて神戸市の考え方を説明させて

いただき、またご意見いただいた方もございますので、ご意見いただいた方にはまた個別

で面談をさせていただき、改めて神戸市としての考え方、それからその時点での具体的な

開発であったりとか、土地利用についての意向なども確認をさせていただいて判断してま

いりました。  

 そういった周知、協議を踏まえまして、このたび計画の案の縦覧ということで、令和３
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年９月の縦覧に先立ちまして、事前にミニニュースという形で、各区域内の方々にお知ら

せをした上でご意見を頂戴いたしまして、このたびご意見をいただいた方々についても、

改めてそれぞれご本人様に何度かお会いして、面談や電話等でお話をお聞きし、ご説明を

し、現時点での進捗なり開発の意向なり、具体的な話があるのか、その他等々につきまし

てもご意見を確認し、我々のほうからも具体的なこの地域の土地利用の状況等についてご

説明した上で、このたびこの案で進めさせていただくということでご説明をして、この審

議会の場でお諮りをさせていただいているという次第でございます。  

○安井委員 

 当局としては、住民に対する手続をしたということで説明があったと思うんですが、こ

の土地の所有者に対して当局が面談をして説明をしたというのは、７月11日、９月６日、

９月21日、これは遅くにしているんですが 10月14日、この４回。この間、あなたのお持ち

の市街化区域に、あなたは何か計画をお持ちですかという質問はされているんです。しか

しながら、その計画がない限り、何年ぐらいをもってとか、どれぐらいをもって、あなた

の持っておられる市街化区域は市街化調整区域になりますよということはおっしゃってい

ない。 

 今おっしゃった、住民に知らしめた７月の一番初めのミニニュースというのはこれなん

ですよね、頂戴しましてありがとうございます。つぶさに読ませていただいたが、今、安

井が申し上げたような、計画がない場合、あなたの土地は市街化調整区域に線引きで変わ

りますよということは一切書かれてないんです。あえて言うならば、この裏面で矢印があ

って、市調という形で書いてあって、これを受け取った人はどういう意味か分からない。

そうじゃないんですよ、安井さん、ちゃんと言いましたよと言い切れるのかどうか。しか

もこのペーパーをもって、あなたの土地は開発がない限りは市街化調整区域に変更される

んですよということを、きっちりと言っているのかどうかということを教えてください。  

○松崎都市計画課長 

 今、意見書で言うと２番のところということでお話しいただいたかと思いますけれども、

先ほど前面にもお示ししておりますように、説明なりを進めてきたということでございま

して、その中で、今ご指摘のありました素案を昨年度に発表させていただいて、説明会に

も来られた際にご面談をさせていただいて、その後、意見も頂戴したと。その際に、市街

化調整区域に編入することを我々は考えておりますということでお話はさせていただいて

おりまして、それについては反対でありますということで、ご本人様より意見書をいただ

いておりますけれども、意見書の中で１低専から市街化調整区域に変更となるご自分の土

地の部分について、従来どおりの１低専に残してくださいというふうなことの内容の意見

書をいただいておりますので、市街化調整区域になるということをご認識された上で、反

対であるという意見をいただいたということが令和２年のときのやり取りであったという

状況でございます。  



－35－ 

 その後、同様に令和３年になりましてもこういったご意見をいただきまして、その際に

も改めて、調整区域ではなくて現状のまま市街化区域でということのご意見を頂戴したと

いうことでございますので、そういった説明と認識のもとに、この間話を進めてまいった

ということでございます。  

○安井委員 

 今の説明は非常におかしくて、そのままに私の土地をしといてくださいということを発

言しているのを根拠にして、地権者は自分の土地が市街化調整区域に変更されるというこ

とを認識しておったということを逆説的に証明しているわけです。私が言っているのは、

そのことは後になって言っているわけで、その前に、あなたの土地は開発がなかったら、

何年以内に、例えばどれぐらいの時間を置いて、一番初めの段階でそういうことを言って

おったのかどうか。地権者は、私の調査では聞いておりませんと、こう言っているんです。  

 つまりどういうことかと言うと、あなたの土地は、現在お持ちの市街化区域は、何か計

画をお持ちですかと言ったら、その人は不動産業者と相談しながらいろいろやっているん

ですが、なかなかうまくいかないんですよということを言っている。そしたら、あと５年

以内とか３年以内とか、 10年以内に、このままいったらあなたの土地は市街化調整区域に

なりますよということは一切おっしゃっていないんです。  

 だから、私はこれを見て、市街化区域の中で暫定市街化調整区域に変更というところが

何か所かあります。これは大きな企業です。大きな企業は傾向と対策をしっかり持ってお

って、不動産部があって、行政がこういう問い合わせをしたら、必ず次は調整区域に落と

されるという危機管理ができているんです。しかし今、意見書を出された方は、みんな家

族で、自分の虎の子のような土地を自分の宝として、ずっと息子たちと話し合いながら大

事にしてきた土地です。それらに対して開発がありますかって言って、開発したいんだけ

れどもなかなか難しいんですって答えた。そしたら、あと何年後にはこういう目に遭いま

すよということはおっしゃってないんです。これはね、気の毒なケースです。  

 しかし、今回に関しては、当局としては、３回最低会っているわけです。郵送の中身で

そういうことは書かれてないわけですけれども、ミニニュースを出した、このぐらいのこ

とで郵送と言っているんです。かわいそうですよ、土地の所有者は。 30年、40年、息子に、

この土地があるから食べていけるで、この土地を何とか換金せえよ、それがゼロになるん

です。ですから、大きな会社とそういう個人、家族で持っておられるような人との差別を

せえというのも、また何かと思いますが、こういう権力を行使する上において一番大事な

ことは、我々の社会では親切とか、相手に十分承知させて、納得して行政をやっていくと

いうのが行政マンのプロやと思っています。  

 そういう意味では、私は体制側の人間でもあるし、与党側でありますから、この議案に

は賛成しますよ。しかしながら、これらの人々に対して、この方だけやない、今回同じよ

うな目に遭っている人がもう一度チャンスが欲しい、もう一度開発業者とか友人とかと話
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をして、この土地を神戸市のご意向に沿うような形で開発をさせてほしい、もう一度うち

の孝行息子がこの土地でしたいんやと言ったときに、何か考える余地があるかどうか、そ

ういう担保を出してあげるというのが、しかもこの方は、今回の神戸市のこの行政行為に、

堪忍してくれって認めていないんです、現在。それを都市計画審議会、この審議会という

のは、法に基づいた非常に権威のある審議会です。ここを通過することというのは、もう

万死ですよ。そういう場において、しっかりとこの人の立場も考えてあげるというのが審

議会の立場ではないかと思うので、質問をいたします。  

○松崎都市計画課長 

 お答えいたします。前に地区の航空写真をお示ししております。今、委員からご指摘の

ありました土地の区域で、黄色を少し塗ってあるところがご意見いただいた方の土地の区

域となっておりまして、それ以外、赤い線と青い線で囲まれた中には 17名地権者がいらっ

しゃいまして、いろいろな方の土地が地区内に介在しているような状況でございます。  

 この南側につきましては、市街化区域、日の峰の団地の開発がございまして、その際に

地区計画が策定されまして、地区計画において、その南側の山林部分、かなり切り立った

山林になっておりますけれども、土砂が崩落しないように石積みの擁壁がございまして、

その上にまだ山が続いているというそんなところで、それを守るための地区施設というこ

とで都市計画が決められております。  

 また黄色の土地につきましては、現状では建築基準法上で接道となるような道路がござ

いませんでして、そういったことを考え合わせますと、実態としては、今までお話をお聞

きしている中でも、うまくいろいろな話がまとまってこなかったということにつきまして

は、こういった土地利用の規制でありますとか、地形条件や接道、権利関係を、やはり今

後単独ということではなくて、単独ではなかなか難しい面がありましょうけれども、地区

内の他の方とも相談してやっていくと現実的な話なのかなと考えております。  

 神戸市としましても、先ほど委員からご指摘ありましたように、貴重な地権者の土地で

ありまして、今後に向けて編入の余地があるのかということがございましたけれども、こ

ういった条件整理、開発の熟度を高めていって、他の地権者の方とも一緒に、まとまって

土地利用の規制に関しての合意に向けての話を進めたりとか、接道条件をクリアしていく

ということなどの条件整理がなされましたら、我々としても地域にとって望ましい土地利

用が進むということであれば、今後、委員のご指摘がありましたように市街化区域への編

入に向けては、積極的に相談に乗っていきたいというふうに考えておりまして、またご面

談させていただいたときにも、ご本人様にもその旨をお伝えしているというところでござ

いまして、先ほどいただいた委員のご意見とも同じ思いでございます。  

 もう一点、ご質問の中で、どういった形で進めていって、担保があるのかというような

こともご意見ございました。それについては、区域区分については上位に当たる１号議案

の整備開発及び保全の方針で決めていますが、その中で、先ほども特定保留区域というこ
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とで、今後開発整備の予定をしている土地だということを位置づけておりますけれども、

今後の進め方としては、積極的に相談に乗る中で、意見いただいた方としっかり話をして、

条件整理がなされて熟度が増してきた段階で、この方針の中で特定保留区域というものに

位置づけるといった進め方になってくるのかなと思っています。  

 さらに、担保という話がありましたけれども、不安になられる地権者の方のお気持ち、

それから委員の思いは我々も非常によく分かりますので、先ほど少しご指摘もありました

けれども、この都市計画審議会というのが、都市計画法に基づいて定められております法

定の審議会でございまして、本審議会の議事につきましては、市の都市計画に関する見解

を表すもので、非常に重要な公式の記録として今後公表されまして、歴史的な文書として

も保存され、永年残っていくものでございますので、議事の中で申し上げた進め方とか考

え方につきましても、この審議会の記録の文書の中で担保されるというものであるという

ことで、ご説明をさせていただきたいと思います。  

○安井委員 

 前向きな答弁と受け止めます。それで、この人だけやなしに、同じように個人で所有し

て、全くわけ分からんうちに調整区域になってしまうでと、今慌てておられる方が随分お

られる。そういう人々は慌てて開発業者に相談したり、不動産屋に相談してやっても、そ

んなものは漫画であって、実際上、神戸市が認可できるような文書は出てこない。だから、

それを僕は、漫画みたいなものを認めと言っているんじゃない。おっしゃるようにきっち

りと周りの地権者と話し合いをし、実質的に神戸市が容認できるというような図面が出て

きたときには、この土地は市街化調整区域やから始めからあきませんとは言わないでやっ

てほしい。  

 今、当局がおっしゃったように、当審議会はネットで中継されているわけでもない。こ

こで論議されたことは議事録にしか残らない。そうすると、この地権者、この人に限らず、

今回同じような立場にある人は、その議事録をもって銀行に行ったり、その議事録をもっ

て周囲の人に協力を求めたりする努力を始めねばならない。これは大企業のように組織で

危機管理ができている人々ではない。それらの人々を初めからペケにするんじゃなしに、

何とか善意でやろうとしている人々について、助けてあげるという姿勢を持っていただき

たい。例えばそういうものが出たら、今おっしゃった特定保留区域という格上げもできま

すよという、そういう考え方でいいのかどうかというのを確認させてください。  

○松崎都市計画課長 

 まず前段、丁寧に寄り添ってということで、今後も引き続き、今ご説明させていただい

た内容を含めて、本人様と話を、しっかり相談に乗っていきたいと思っております。  

 それで、特定保留区域というものの話がございましたけれども、先ほども申し上げまし

たように、これは市街化調整区域の中で具体的な開発に向けて検討を進めているという区

域、それを今後の整備予定地ということで、最上位の方針になります、整備、開発及び保
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全の方針の中に記載しまして、位置づけると。位置づけられたエリアが今後、計画が具体

化してきた際には、市街化区域に随時編入することが可能となる、そういった進め方なり

制度でございますので、そういった説明も含めまして、今後相談の中で丁寧にご説明なり、

相談なりをしていきたいと考えております。  

○安井委員 

 役人独特のね、いろいろなことを言うといて逃げ道つくっといて、いざというときにな

ったら、これも言うてますからあきませんよというやり方では、市民はかわいそうなんで

す。しっかりとこの審議会で、何も漫画みたいなものを認めと言ってない。手続が正当で

出来上がったものだったら、土俵に乗せてあげるよということの確認をしているのに、い

ろいろと取ってつけたようなことを言ったら素人は分かりませんよ。僕だって分からない。

それは大丈夫なんですね。その確認をもう一遍しますけれども。  

○松崎都市計画課長 

 すみません。しっかりとこういった形で、今後も相談に乗ってまいりたいと思っており

ます。 

○安井委員 

 分かりました。ここで２つお願いしたい。１つは、宮崎市政から笹山市政にわたったと

きに、笹山市長は六甲山の山上にまであった市街化区域をえいやで中腹まで下げたんです。

笹山市長が安井にこう言ったんです。私は都市計画課長のときから六甲山の山上近くにな

るところまで市街化区域を認めるのは反対やったけれども、宮崎さんはその当時、人口

180万人を予定していて、そういうことをやった。しかし自分が市長になったら、これは

絶対に下へ下ろすんだということでえいやでやった。おかげで東灘区は渦森台を最高にし

て市街化区域は終わっている。これは非常にすばらしかったことで、神戸市の美観、安全、

そういったことについて、この判断はすごく正しかったわけです。  

 そういった中で、線引きをするというのは市民生活を守り、神戸市のための立派な政治

行動だけれども、しかし、そのときにも笹山さんは非常に丁寧でありましたよ。しっかり

と訴訟を受けるという気持ちでやって、彼は行政マンとして立派にやっていただいた。そ

れが１つで、これからぜひ、今もしっかりと親切にやってくださっていることは認めます

が、さらに親切にやっていただきたい。  

 それからもう一つ、僕は西村委員がおっしゃったことに本当に感動したんですが、 26年

前の阪神・淡路大震災の後、わずか２カ月半で当時の鶴来都市計画局長は当審議会をして、

５か所の都市計画、再開発事業決定をやっている。このときの信念は、二度と震災で神戸

を弱いまちにしないという信念でやった。そのときに意見書が 2,300通出ているんです。

当時の鶴来局長と松下部長は、必死になってそれをさばいているんですよね。だから、今

も行政マンは優秀であるけれども、かつてのあの思いは、やはり神戸の震災に対してどう

あるべきか、ということがコンセプトとして流れており、そういう都市計画でなくてはな
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らない。それは神戸の持つ使命なんです。そういう意味で、僕は西村委員がおっしゃって

いただいたことは、本当に肝に銘じるべきだなと思いますので、余談でありますが、要望

として付け加えておきたい。終わります。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 お願いします。  

○大かわら委員 

 反対する議案について、意見を申し上げたいと思うんですけども、第５号議案、第６号

議案、第９号議案、第 11号議案、第 12号議案、第13号議案と、諮問事項②、これ全部関わ

る問題ですので、一括で意見だけ申し上げます。  

 私は問題だと思っているのが、これら中央市場の埋立て、それから中央区の新港突堤部

分の埋立てに伴うものであるというところで、問題だというふうに思っています。そもそ

も中央市場の埋立てについてなんですけれども、市場の再整備に関連して、そのスペース

がないからということで埋立てということで行われたわけなんですが、私たち会派は、市

場機能の再配置をすることで必要なスペースを生み出せるということを主張してまいりま

した。この埋立てについても必要ないものということで申し上げてまいりましたので、こ

れは反対です。  

 それから、新港突堤埋立てについても不要不急の事業であるということで、従来から反

対しておりますので、この件についても賛成はできないということを申し上げておきます。  

 以上です。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 ほかにいかがですか。どうぞ。  

○山本委員 

 ちょっと確認をしたいんですが、 12号議案、下水道の変更ということで位置図が出てお

りますが、市街化調整区域に編入されるということで、下水道の対象から外れるというこ

となんですが、念のため確認しますけど、ここにお住まいの方というのはいらっしゃらな

いわけですね。確認します。  

○松崎都市計画課長 

 このたびの編入箇所、あるいは除外箇所につきましては、編入する箇所は市街化区域、

除外する箇所は調整区域ということで、お住まいの方はいらっしゃいませんので、この除

外に合わせて区域を外すと。ただ下水道につきましては、委員もご存じのように、調整区

域の中でも実際に集落があったりするところにつきましては、汚水の処理は公共下水道で

担保してやっているところも当然ございますから、そういったエリアについては、引き続

き公共下水道の排水区域になっておるということで、線引きの区域より少し汚水の区域が
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広くなっているというのは、そういった事情でございます。  

○山本委員 

 分かりました。ありがとうございます。  

○小谷会長 

 ほかにいかがでしょう。特にございませんでしょうか。  

 どうぞ。  

○三木委員 

 先ほどの安井委員の話を聞いていて、ちょっと１点お聞きしたいんですけれども、地権

者の思いというのは、今ご説明があったやり取りがあって僕も理解しましたけれども、こ

れは土地の用途によっては今後市街化区域に変わるということだと思うんですけれども、

同じようなケースというのは、神戸市の中には幾つかあるんでしょうか、今現状で。  

○松崎都市計画課長 

 今、前段で様々な地区、今回上げた地区以外も含めて、開発の意向について事前にいろ

いろ確認をさせていただいたというふうにお答えをしました。その中で言いますと、具体

的な計画は今のところないんだけれども、将来的には考えたいといったご意向の方であり

ますとか、そういったところは何件かございますけれども、今回のところ、あるいはそう

いった場所でも、周辺の方についてはそういった意向がなかったりとか、あるいは地形上

の条件でありますとか、道でありますとか、土地利用規制の条件などから、その方だけで

はなかなか厳しいところもございますけれども、地域の方や他の地権者の方も含めて、同

じような形で計画が上がってくるということであれば、今後引き続き、先ほども申し上げ

ましたように、しっかりと丁寧に相談に乗っていきたいというのは考えてございます。  

○三木委員 

 私自身も何度かやり取りをしていたのもご説明をいただきましたし、今後もそういうふ

うな対応、寄り添った対応はしていただけると思うんですけれども、ある程度今回の話が

出てきましたけれども、僕はもっと話を詰めて審議会に出してくるべきだと思うんですね。

前回の冒頭にありました平野小学校の跡地もそうですけれども、当初はあそこの駐車場が

ないとこの計画は進まないんだというご説明だったと思うんです。それが今回の説明では、

あそこの場所を使わないで再計画をされるということだったと思うんです。だから、ある

程度可能性というのを幾つか考えていただいて、地域の方とももっと密に話していただい

て、その後に審議会にかけていただくほうが僕はいいと思うんですけれども、その辺りは

どうでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 今回の議案、あるいは前回、その他の議案につきましても、当然ながら審議会までの過

程で、できるだけ事前に周知なり、説明なりというのをした上ですが、当然様々な意見が

ございますから、住民の方全員が 100％合意だというようなことはなかなか難しい部分は
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ございますけれども、できるだけ皆さんが総合的に見て賛同できる、あるいは納得はなか

なか難しいけれども反対まではしないとか、いろいろな形で合意を図っていくことが大事

だと思っておりまして、我々もそういったことで、今後も引き続き、特に地元の方との話

し合い、合意が必要な部分につきましては、丁寧に取り組んでいけたらと考えております。  

○三木委員 

 なかなか地図とか画面でしか僕も見ることができなくて、現地の状況がよく分からない

ところもあると思うんですね。ですので、地域の方とか、周辺の住んでおられる方という

のは当然よくご存じですし、１つの計画を決め打ちするのではなくて、プランも幾つか、

前回の審議会でも話は出たと思うんですけれども、そういうことも考慮していただいて、

先方の方と、地域の方とも話していただきたいということを要望させていただきたいと思

います。  

 以上です。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 お願いします。  

○安井委員 

 やめとこうと思ったんですが、今他の委員からおっしゃったとおりで、審議会に出す前

に、よく精査して出してくるというのは、当然審議会に対する礼儀やと僕は思いますので、

その点は今の委員と全く同じ意見です。  

 それでもう一つ、逆に私のほうへ寄せられた、我が会派の北区の議員から、安井さん、

暫定市街化調整区域に今なっているのをある開発業者が失敗した後、次の会社が立派にや

ろうとして、一生懸命地域を守って、地域の活性化のための絵を描いてくれてるんで、応

援してあげてねって僕にも言うてきてくれてる。そういう意味では、しっかりと地域の意

見が反映されている、今回の暫定の提案だというふうには僕は思っておりますが、できる

だけ今おっしゃったように、私も長い議員生活しておいて、この審議会の重みというのは

よく分かっておりますので、よろしくお願い申し上げたい、そのように思います。終わり

ます。 

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 いかがでしょう、ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。  

 それでは、ほかにご意見がございませんので、議案及び諮問事項につきまして、１件ず

つ挙手にてお諮りをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 第５号議案  区域区分の変更について  神戸市決定でございます。  

 第５号議案につきまして、賛成の方は挙手をお願いいたします。  
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（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 反対の方は挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認いたします。  

 引き続きまして、第６号議案 用途地域の変更について  神戸市決定であります。  

 第６号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 引き続きまして、第７号議案  特別用途地区の変更について（都心機能誘導地区）、神

戸市決定であります。  

 第７号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 反対の方おられますか。  

 全員の賛成をいただきましたので、原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 第８号議案  高度地区の変更につきまして、神戸市の決定であります。  

 第８号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  
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○小谷会長 

 全員ご賛成いただいておりますので、原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 引き続きまして、第９号議案  防火地域及び準防火地域の変更につきまして   

神戸市決定であります。  

 第９号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございますので、原案のとおり承認し、市長に答申

いたします。  

 引き続きまして、第 10号議案 駐車場整備地区の変更について  神戸市決定であります。  

 第10号議案に対しまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 全員ご承認いただきましたので、原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 引き続きまして、第 11号議案 臨港地区の変更について（神戸港臨港地区）、神戸市決

定であります。  

 第11号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 
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 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって原案のとおり承認し、市長に答

申いたします。  

 引き続きまして、第 12号議案 下水道の変更について（神戸市公共下水道）、神戸市決

定であります。  

 第12号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 第13号議案 市場の変更について（第３号神戸市中央卸売市場本場）、神戸市決定であ

ります。  

 第13号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認し、市長に

答申いたします。  

 第14号議案 地区計画の変更について（原野地区地区計画）、神戸市決定であります。  

 第14号議案につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 
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 反対の方の挙手をお願いいたします。よろしいですか。  

 全員賛成でございます。原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 諮問事項②、神戸市都市空間向上計画（立地適正化計画）の変更について。  

 諮問事項②につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって、原案のとおり承認し、市長に

答申いたします。  

 どうもありがとうございます。審議が長時間にわたりましたので、ここで一旦 10分間の

休憩をさせていただきたいと思います。再開は４時 40分とさせていただきます。再開時に

は、お席のほうにお戻りいただきますようによろしくお願いいたします。  

 

（休憩 午後４時30分） 

（再開 午後４時39分） 

 

○小谷会長 

 それでは、時間になりましたので再開いたします。長時間にわたりますが、引き続きご

審議のほどよろしくお願いいたします。  

 それでは、まず第15号議案及び諮問事項①につきましては、生産緑地に関連する案件で

すので、一括して説明を受けたいと思います。  

 事務局から説明をよろしくお願いいたします。  

○松崎都市計画課長 

 第15号議案 神戸国際港都建設計画生産緑地地区の変更について（垂水 41生産緑地地区

ほか16地区）、神戸市決定でございます。  

 まず初めに、生産緑地地区の都市計画上の位置づけについてご説明いたします。  

 前面スクリーンをご覧ください。  

 生産緑地地区は、市街化区域内にある都市農地を計画的に保全して、良好な都市環境を

形成することを目的として指定するものです。神戸市では、市街化の進展に伴い緑地が急
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速に減少する中、良好な生活環境を確保する上で農地等の持つ緑地機能に着目して、残存

する農地との計画的な保全を行う必要があったため、平成４年に市街化区域内農地を宅地

化する農地と保全する農地に区分し、このうち保全する農地を生産緑地として指定いたし

ました。  

 次に、市街化区域内農地の税制についてご説明いたします。  

 宅地化農地については、固定資産税が宅地並み評価、宅地並み課税となり、相続税の納

税猶予を受けることができない一方で、開発に関する規制は受けません。  

 次に、生産緑地につきましては、固定資産税の農地評価、農地課税や相続税の納税猶予

といった税制措置を受けることができる一方で、建築物の新築等の行為制限等、原則 30年

間の農地等としての管理義務を課しています。  

 次に、生産緑地地区の追加指定についてご説明します。本市では、平成 29年の生産緑地

法改正の趣旨を踏まえ、平成 30年度よりコンパクトなまちづくりの推進と都市農業振興の

観点から、生産緑地地区の追加指定を推進しております。  

 指定要件は、生産緑地法に基づき主に３つあり、１公害または災害の防止、農林漁業と

調和した都市環境の保全など、良好な生活環境の確保に相当な効用があり、かつ公共施設

等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。２面積が 300㎡以上の規模

の一団のものの区域であること。３用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可

能な条件を備えていると認められるものであることとなってございます。  

 次に、生産緑地地区の廃止の理由について説明いたします。  

 １市に対する生産緑地の買取り申出後３カ月が経過し、農地としての管理義務や建築行

為等の制限が解除された場合。なお、買取り申出は農業の主たる従事者が死亡した場合や、

農業に従事することを不可能にさせる故障に至った場合に行うことができます。  

 ２生産緑地地区内において公共施設が設置された場合などがございます。  

 このたび農地所有者からの意向を踏まえ、良好な都市環境の形成に資する農地について、

生産緑地地区を追加いたします。  

 また、区域区分の変更に伴いまして、市街化区域から市街化調整区域に編入される区域

内に存する生産緑地地区を廃止いたします。  

 また、農業の主たる従事者が死亡、または農業に従事させることを不可能にさせる故障

に至ったことから、生産緑地法第 10条第２項に基づく買取りの申出があり、生産緑地法第

14条に基づき行為の制限が解除された生産緑地につきまして、適正な保全を図ることが困

難となることから生産緑地地区を廃止いたします。  

 なお、既存の生産緑地地区の一部を廃止する場合、またはその一部に編入して追加する

場合は、生産緑地地区の変更となります。  

 計画書の62ページをご覧ください。  

 今回の生産緑地地区の廃止、変更及び追加の内容です。  
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 計画書の63ページをご覧ください。  

 先ほどご説明した理由を記載しております。  

 計画書の64ページをご覧ください。  

 生産緑地地区の変更の概要をまとめており、この順にご説明いたします。  

計画図は32ページをご覧ください。あわせて、前面スクリーンもご覧ください。  

図では、既決定の区域を灰色、今回廃止する区域を黄色、追加する区域を赤色で表示し

ております。  

 まず、須磨 51生産緑地地区の変更です。計画図の 33ページをご覧ください。  

 垂水41生産緑地地区の廃止です。主たる従事者の死亡による買取り申出が行われ、行為

制限が解除されたことから黄色の区域を廃止いたします。  

 次に、計画図の34ページをご覧ください。  

 垂水46生産緑地地区の追加です。  

 続きまして、計画図の35ページをご覧ください。  

 山田３生産緑地地区の廃止です。区域区分の変更により、黄色の区域を廃止いたします。  

 続きまして、計画図 36ページをご覧ください。  

 山田60生産緑地地区の追加、山田 30、山田55生産緑地地区の変更です。山田 55につきま

しては、主たる従事者の死亡による買取り申出が行われ、行為制限が解除されたことから

黄色の区域を廃止いたします。  

 計画図の37ページをご覧ください。  

 山田58生産緑地地区の廃止です。区域区分の変更により、黄色の区域を廃止いたします。  

 計画図の38ページをご覧ください。  

 有野163、164生産緑地地区の追加でございます。  

 計画図39ページをご覧ください。  

 伊川谷86生産緑地地区の廃止、玉津 149生産緑地地区の追加です。伊川谷 86は、主たる

従事者の故障による買取り申出が行われ、行為制限が解除されたことから黄色の区域を廃

止します。  

 引き続き、計画図の 39ページをご覧ください。  

 玉津26、30、31生産緑地地区の廃止です。玉津 26は、主たる従事者の死亡による買取り

申出が行われ、行為制限が解除されたことから黄色の区域を廃止いたします。玉津 30、31

は、主たる従事者の故障により買取り申出が行われ、行為制限が解除されたことから黄色

の区域を廃止いたします。  

 次に、計画図の40ページです。  

 伊川谷102生産緑地地区の廃止です。主たる従事者の死亡により買取り申出が行われ、

行為制限が解除されたことから黄色の区域を廃止いたします。  

 計画図の41ページをご覧ください。  
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 玉津10生産緑地地区の廃止です。主たる従事者の故障による買取り申出が行われ、行為

制限が解除されたことから黄色の区域を廃止いたします。  

 計画書の64ページ下段をご覧ください。  

 以上の変更によりまして、神戸市全体の生産緑地地区は変更前後対照表に記載のとおり、

変更前の524地区、面積約105.53haから、520地区、面積約104.72haとなります。  

 なお、本案について、令和３年９月７日から 21日まで縦覧に供しましたが、意見書の提

出はありませんでした。  

 続きまして、諮問事項①特定生産緑地の指定についてご説明いたします。  

 計画書の68ページをお開きください。  

 本案件は、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、特定生産緑地として

指定するものについて、生産緑地法第 10条の２第３項の規定により、本審議会の意見を聴

取するものです。  

 特定生産緑地の指定、別表及び指定図につきましては、別冊でご用意しております。資

料５をあわせてご参照ください。  

 まず、特定生産緑地制度についてご説明いたします。  

 前面のスクリーンをご覧ください。  

 生産緑地は、都市計画決定から 30年が経過する申出基準日以後、いつでも買取り申出を

することができるようになることから、平成 29年に生産緑地法が改正され、申出基準日が

近く到来することとなる生産緑地について、申出基準日より前に特定生産緑地として指定

し、買取り申出が可能となる期日を 10年延期する制度が創設されました。  

 特定生産緑地に指定された場合、指定期限は申出基準日から 10年が経過する日となり、

さらに繰り返し10年ごとに延長ができます。  

 次に、特定生産緑地の税制については、区分Ａの生産緑地が区分Ｂの特定生産緑地に指

定された場合、従来の生産緑地に措置されてきた税制が継続されます。すなわち、固定資

産税の農地評価、農地課税や相続税の納税猶予といった税制措置を受けることができる一

方で、建築物の新築等の行為制限や、原則 10年間の農地等としての管理義務が課されます。  

 特定生産緑地に指定しない場合は、買取り申出をしない場合でも区分Ｃの生産緑地とな

り、従来の税制措置が受けられなくなります。すなわち固定資産税が宅地並み評価、宅地

並み課税となり、相続税の納税猶予を受けることができない一方で、いつでも買取り申出

が可能となります。  

 次に、特定生産緑地の指定の手続についてご説明いたします。  

 生産緑地の当初指定から30年が経過する令和４年に向け、令和元年度から令和２年度に

かけて、平成４年に当初指定を受けた生産緑地所有者に特定生産緑地指定意向の確認を行

いました。所有者から指定の意向ありとの回答を受けた生産緑地につきましては、特定生

産緑地の指定に当たり、現況の確認及び土地所有者、抵当権者、納税猶予に係る税務署等
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の農地等利害関係人の同意取得を行いました。  

 このたび農地所有者からの意向を踏まえ、申出基準日以後においても、その保全を確実

に行うことが良好な都市環境の形成に資する生産緑地を特定生産緑地に指定するに当たり、

本審議会の意見を聴取するものです。  

 なお、本審議会の意見聴取を踏まえて特定生産緑地の指定をしたときには、当該特定生

産緑地を公示するとともに、その旨を当該特定生産緑地に係る農地等利害関係人に通知い

たします。  

 次に、特定生産緑地の指定面積についてご説明いたします。  

 平成４年に当初指定を受けた生産緑地の面積は、本審議会に付議する都市計画案におけ

る生産緑地地区の面積約 104.72haのうち、約 90.5haでございます。そのうちの約 86％に当

たる77.9haを特定生産緑地に指定します。  

 なお特定生産緑地制度は、買取り申出の期限の延伸を行うものであり、都市計画上の制

限について変更するものではないため、都市計画決定ではありません。  

 資料５の１ページから15ページをご覧ください。  

 今回の特定生産緑地指定の一覧表でございます。生産緑地地区の名称、位置、特定生産

緑地指定面積、申出基準日、指定期限日を都市計画生産緑地地区ごとに記載しております。  

 計画書の69ページをご覧ください。  

 先ほどご説明いたしました理由を記載しております。  

 資料５の17ページから38ページをご覧ください。  

 今回の特定生産緑地の指定図です。図では、既決定の都市計画生産緑地地区の区域を灰

色、今回、特定生産緑地に指定する区域を緑色で表示しております。  

 なお都市計画生産緑地地区には、平成４年に当初指定を受けた生産緑地のうち、特定生

産緑地に指定するもの、または指定しないもののほか、平成５年以降に指定を受け、令和

５年以降に申出基準日を迎える生産緑地も含まれております。  

 第15号議案、及び諮問事項①についての説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見がございましたらお願いいた

します。いかがでしょう。  

 特にご意見がないようですので、議案及び諮問事項についてお諮りいたします。  

 第15号議案 生産緑地地区の変更について（垂水 41生産緑地地区ほか16地区）、神戸市

決定であります。  

 原案のとおり承認してよろしいでしょうか。  
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（「異議なし」の声あり）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。ご異議がございませんので、原案のとおり承認し市長に答申い

たします。  

 続きまして、諮問事項① 特定生産緑地の指定について、原案のとおり承認してよろし

いでしょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。原案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 続きまして、第16号議案について説明を受けたいと思います。  

 それでは、事務局よろしくお願いいたします。  

○松崎都市計画課長 

 第16号議案 神戸国際港都建設計画道路の変更について（ 3.5.85号東山菊水線）、神戸

市決定でございます。  

 計画書の65ページをお開きください。あわせて、前面スクリーンをご覧ください。  

 位置図です。変更する路線を赤色で表示しております。東山菊水線は、東山町３丁目の

湊町線から菊水町10丁目の山麓線に至る延長 830m、２車線、代表幅員14mの道路です。  

 このうち西側区間が事業中で、その拡大図をお示しいたします。図面のうち湊川町９丁

目及び10丁目の赤塗りの区間が事業中であり、青丸の菊水 10交差点付近が今回の変更箇所

です。 

 計画書65ページの下段をご覧ください。  

 変更の理由でございます。生活幹線道路として事業を進めている当該路線において安全

な交通を図るため、一部区間の線形を変更いたします。  

 計画図の43ページをお開きください。あわせて、前面スクリーンをご覧ください。  

 計画図です。既決定の区域を灰色、廃止する区域を黄色、追加する区域を赤色で表示し

ております。  

 原則は変則的な五叉路となっておりますが、今回の変更により西側の現道に東山菊水線

の線形をそろえるとともに、菊水町緑地から南への現道を交差点から切り離すことで、コ

ンパクト化した十字交差点を実現し、安全な交通を図ります。  

 なお、本案について、令和３年９月７日から 21日までの２週間縦覧に供しましたが、意

見書の提出はありませんでした。  

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
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○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見がございましたらよろしくお

願いいたします。  

○大かわら委員 

 この東山菊水線の交差点の五叉路のところを十字の交差点に改良するということなんで

すが、この東山菊水線の整備についてもそうなんですけども、やはり地域の方が一番心配

されているのが 14mに拡幅されるということで、大型車の流入がないかということ、それ

から交通量が今以上に増えるんじゃないかと、やっぱりその辺をご心配されているんです

ね。大型車の流入については規制をかけるんだというお話は伺っているんですが、これき

ちっとかけれるのかどうか、どういうふうな状況になっているのかということをお伺いし

たいのと、渋滞解消については、今回の交差点改良、どれぐらいの効果があるのかお伺い

したいと思います。 

○松崎都市計画課長 

 前面には、東山菊水線を含む周辺道路のネットワークということでお示しをしておりま

す。主要幹線道路としましては、北側の山麓線、それから南北の湊町線というものがござ

いまして、東山菊水線は地域内の生活幹線道路ということで、その間を結ぶような形にな

っております。  

 １点目、大型車の話が委員からご意見、ご指摘ございましたけれども、現在、警察とも

協議をしているところでございますけれども、もともとまちづくり協議会もこの生活幹線

道路の在り方について、長年地域の中でも説明会であったりとか、いろいろなアンケート

もとりながら進めてきたところでございまして、その意見を踏まえまして、現状では西行

きの一方通行という形になっております。湊町線から山麓線へ抜ける生活幹線道路につき

ましては、大型車が既に規制をされているというところでございまして、先ほどの赤色の

部分が整備されたときには、対面交通はしていくんですけれども、引き続き西からの大型

車の通行規制については、維持をしていきたいというふうに考えております。  

 また東側から対面通行になった際にも、まずは大型車を含めて、東行きから南へ下りて

いく道路、東行きから右折するものにつきましては、右折の禁止という形で、対面通行か

ら通過交通が発生しないような形で計画を進めていきたいというふうに考えております。  

 それから、渋滞解消の話が１点ございましたけれども、これが現在の菊水 10の交差点付

近の状況でございまして、こちらには拡大図ということで、先ほど五叉路というご説明を

させていただきましたが、真ん中の太い道が山麓線でございまして、一方通行って書いて

いるところ、これが東山菊水線の現状でございまして、歩道がなく、５ mぐらいの細い道

でございます。それを含めて５か所、横断歩道が広い五叉路という形で、一体的にこうい

う交差点になっておりました。  
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 それが計画によりまして、今後なんですけれども、まず南側部分を切り離しまして、線

形を改善した後に東山菊水線と山麓線、それから西側の現道を基本的には十字交差点とし

てまいります。その際にこちらの上の表にも書いておりますように、山麓線については、

五叉路から十字の交差点に変わることで、青信号のサイクルにつきまして約 25秒ぐらいの

時間が延長されまして、今現在、渋滞等が発生するところについては、これでかなり改善

できるのではないかと考えてございます。  

 それから、東山菊水線からも、現状は山麓線を抜けて西側へ行く車が非常に多いんです

けれども、そこの信号のサイクルとしては 28秒になります。現状は18秒ですので 10秒延長

されるということで、拡幅された広い道路となった上に車線が確保されて、信号サイクル

も改善されて、地域の渋滞としては、今後解消の方向に向かうのではないかなということ

で、効果としては期待してございます。また、あわせて歩道も整備されますので、安全な

交差点、それから地域の生活道路ということで進めてまいりたいと考えております。  

○大かわら委員 

 確かに渋滞については、もう長年の課題になってまして、本当に皆さん、これをどう解

消できるのかということでずっと悩まれていたことですから、ぜひ解消に向けて頑張って

いただきたいというふうに思うんですが、そこが広く新しい道になって通りやすくなった

ら、今度は交通量が増えるのではないかという心配もあるんですね。それについてお聞き

をしたいんですけども、現時点の交通量の分はいただいているんですが、東山菊水線が整

備されることでどれぐらいの交通量になって、いろいろと規制をかけていただきますから、

どれぐらいの効果が出るのかというのは、そんな予測はされていますでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 交通量のお話がございました。先ほどネットワーク、こういう形で主要幹線道路、生活

幹線があるとご説明いたしましたけれども、特に一番直近で言いますと、平成 27年に道路

交通センサスということで交通量の調査が行われております。そのセンサスによると、今

多いのは、この山麓線については12時間で、断面ですね、往復、上下を合わせまして１万

9,700台か800台ぐらいで、おおむね２万台ぐらい通っていると。湊町線に下りていく道が

１万台ぐらい通って、それ以外のものが山麓線、夢野２の交差点より西側に行っていると

いう配分になってございます。  

 今、対面になることで東山菊水線は大丈夫かということだったと思うんですけれども、

南から、湊町線から来て、夢野２から山麓線を通ってひよどりのほうへ抜けていくという

ものが非常に多くございまして、逆はひよどりのほうから下りてきて、真っすぐ東へ抜け

て、そこから山麓線へ行くものと湊町線へ行くものが多いという状況でございまして、菊

水10の交差点のところで言いますと、東から来るものについては、東から西行きでござい

ますね、ほぼ直進で西のほうへ抜けていくものがほとんど、もう卓越してございまして、

過去の交差点ごとの個別に調査したところによりますと、大体 70対１ぐらいで、大体それ
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ぐらいの割合で真っすぐ行って、西へ向かっていく分については、東山菊水線を抜けるも

のはあまりないという状況でございますので、このたび対面交通になった際に、東山菊水

の東行き右折については、引き続き右折禁止という形で規制をかけていきましたら、その

部分については、今までとおり湊町線の主要幹線のネットワークを通っていくというふう

に考えてございますので、生活幹線道路としての利便性は向上しながら安全性を高めて、

具体的に区域内で通過交通みたいなものも減らしていくことができると。また、まちづく

り協議会からもそういったご意見、ご要望をいただいているところでございますので、そ

のご要望に即して、今後設計を進めてまいりたいと思います。  

 また、今後どれぐらいの交通量が発生するのかにつきましては、今回都市計画を変更し

て、今後事業化した上で詳細設計を進めてまいる中で、しっかりとその辺について検討を

進めて、また関係機関、警察の方々とも協議を進めてまいりたいと思っております。  

○大かわら委員 

 先ほど言われた西行き、東行き、それぞれ１万台ずつ、２万台通っていると。これもう

見せていただいているんですが、この表で見たら右折する台数ってあまり多くはないんで

すね。これで見たら大体 200台ぐらいですかね。なので効果的に、右折を禁止したから減

るというところで、ちょっとまだ不安が残っているんです。  

 山麓線で西行きで１万台通っているのが、ここの新しい東山菊水線ができたために、そ

この道に例えば2,000台流れて、こちらの山麓線は 8,000台になる、結局生活道路と言いな

がら、やっぱり幹線道路の複線ではないですけど、そういう感じで交通が増えるのではな

いかというところの不安が拭いきれないんですが、その辺というのは大丈夫なんでしょう

か。 

○松崎都市計画課長 

 今、委員がご指摘されたのは、山麓線から西の方向へ向かった車が東山菊水線において、

その菊水の交差点において西側のほうに折れていくというものがかなり出てくるのではな

いかということ。  

○大かわら委員 

 湊町線のところからこっちに今上がってきている分がありますよね、東山菊水線のソー

レン道のほうに上がってきている分の車が、山麓線に行く車が湊町線のところかな、あそ

こから、今度は山麓線から東山菊水線のほうに来て西に行くということにならないのかと。

今１万台通っているのが、そのうちの数千台が通りやすくなったからということでこっち

に流れて、結局は車の台数が増えるのではないか、交通量が増えるのではないかという不

安がありますが。  

○松崎都市計画課長 

 縦筋の湊町線からということでよろしかったでしょうか。  

○大かわら委員 
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 そうです。そこから上がってくる分ですね。  

○松崎都市計画課長 

 規制の内容については、今現在、大型車は規制されていると先ほど申し上げました。そ

して、地域からの要望に沿いまして、現状では西行きは通過できる形で一方通行になって

おるということでございまして、それが今回変わりますのは、赤いところが拡幅され、ま

た歩道が整備された暁には、対面通行になると。ただし、その内容で変わりますのは、山

麓線からの西行きの左折は可能となりますけれども、それについては先ほど申し上げたよ

うに、今も左折方向に行くものよりは、西行きに行くものがほとんどでございますので、

あまりそれは問題ないだろうと考えておりますのと、湊町線からにつきましては、広くな

ったからこっちを通る人が選択的に増えるのではないかというご指摘、ご意見だったと思

うんですけれども、それについては、今後しっかり設計の中で具体的な配分等についても

検討はしていきたいと思いますけれども、現状の土地、道路の規制なり道路の通行方法は

一切変わることはございませんので、大型車の規制についても含めて、今後も同じような

形で、地域の生活道路として使えるような形で進めてまいりたいと思います。  

○大かわら委員 

 やっぱりその辺りが一番心配をされているところですので、これから詳細設計をしてと

いうことを言われていますが、どれぐらいの交通量が増えるかと、その辺りもきちんと予

測を立てて、その分について地域の方への説明をしていただきたいと思います。一旦造っ

てみて、道路ができてみて、こんなにたくさん車が増えたということになっては大変です

ので、その辺はきちんとやっていただきたいということをお願いしたいと思います。  

 それから、地域の方にご意見を、たくさん回って伺ってまいりました。今回の計画図の

43ページのところで言いますと、１つは追加する区域というのが出てきていますね。この

赤いところですね。ここにかかっているところでも移転をしなければいけないというよう

な方が出てきていまして、その方のお話も伺っているんですが、この配られていますニュ

ースですね、こういうものについてはちゃんと見てはるんですね。でも、それ以上の情報

がなかなか入ってこないと。当局のほうにも問い合わせをしたりとかもされているんだけ

ども、それの答えとして、新しい情報を知らせることができれば、ネットで更新をするん

でそれを見てくださいというふうなご回答だったそうなんです。その方はネットとかもよ

う見んし、どないしたらええんやということで困っていらっしゃいますので、やっぱりそ

ういうところの対応は丁寧にするべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。  

○松崎都市計画課長 

 今委員がご指摘いただいたのは、今回少し北側に交差点の一部が来る形になって、将来

線形はこういう形で考えておるところなんですけれども、その北側の方でしょうか。  

○大かわら委員 

 今言ったのは北側です。  
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○松崎都市計画課長 

 今回、線形の改善に伴いまして、抵触することになる方が具体的には３軒ございまして、

この３者の方とは、昨年度より先行して協議を進めているところでございます。現時点で

は変更案については、具体的に補償金の額というのは、これから設計を進めた中で、影響

範囲というのもございますから、道路の路線、それから影響の範囲について確定させた上

で考えていくことになるんですけれども、具体的な内容について、それぞれ個別にお会い

してご説明をさせていただいたところ、変更案についてはご了承いただいたと。当然移転

が必要になる、あるいは買収が必要になるところについては、建て替えが必要な方、人に

よっては買収してほしいとか、ご意向もお聞きしているところでございまして、そういっ

たことで個別にお会いしながら話を進めているというところでございまして、また、直接

建物に影響はないんだけれども、入り口付近が影響範囲にかかったときに、その辺りの出

入りの関係で、例えばどういった処理が出てくるのかとか、あるいはどういったことを、

将来工事のときには利用勝手をしやすい形で改善できるのかみたいなことも含めて、今相

談なり協議をしているところでございまして、引き続き詳細設計を進めていく中でもっと

具体的な範囲、それから内容というのを改めて個別にしっかりと説明していきたいと思っ

ていますし、今現在はこういった形で事前にご説明をして、今回の計画についてはご了承

いただいているというところでございます。  

○大かわら委員 

 個別でご説明ということなんですが、ちゃんと丁寧に説明をしていただきたいと思うん

です。ネットを見てくださいではなくて、ちゃんとお話をしていただきたいというふうに

思います。  

 それから、この南側の方のお話も伺ったんですが、こちらは廃止される区域のところな

んですね。２軒並んでまして、１軒は道路のところにかかるので廃止をされるんだけど、

もう１軒がかかるかどうかもまだ決定をしていないということで、ご本人にとってはもの

すごく不安な状況が続いていると。これ２軒あるんですけども、建物自体が２つで１つの

建物みたいになってますので、もし１軒だけどけることになればその後の強度はどうなる

んやとか、いろいろなご心配をされていますので、その辺りも丁寧にご説明をしていただ

きたいと思います。この方も全然お話がないということで、前に聞いたらかかります、次

に聞いたらかかりません、どっちになってるんやろうということで困ってらっしゃいます

ので、ぜひ丁寧にお話をしていただきたいと思います。  

 それから、それ以外の道路にかかるところの皆さんにお話を伺ったんですが、やっぱり

賃貸で入っていらっしゃる方もかなりいらっしゃるんですね。道路から入って２軒目ぐら

いまでが全部拡幅に、歩道にかかるので、皆さん移転とかいろいろと出てくるということ

で言われていましたが、賃貸の方は情報がなかなか入ってこないということを言われてい

ました。地権者の方とお話は進んでいるのかもしれませんけども、やっぱり今住まれてい
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る方についてもきちんと今どういう状況なのか、移転するならどういうふうにしていくの

かとか、その辺の不安もありますから、対応をしていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。  

○松崎都市計画課長 

 先ほどもちょっとご説明いたしましたように、道路、都市施設ですね、都市計画道路の

計画を決定いたしますと、今後の進め方としましては、都市計画事業として認可を受ける

と。それから詳細設計と用地の測量を行い、詳細設計による道路区域と、高低差もありま

すから、どの程度の影響範囲が出て、皆さんの土地がどういうふうにかかってくるのをし

っかりと出していった上で、皆さんに用地の買収や補償に向けた説明会、個別の方々との

説明を進めていくというのが通常の流れになりますので、今後引き続き、委員ご意見あり

ましたように、沿道の地権者の方、それから地権者だけではなくて、いわゆる店子の方に

ついても様々な事情がございますので、できるだけ希望に沿えるような形でそれぞれの意

見を聞いて、移転の交渉なりを進めてまいりたいと考えてございます。  

○大かわら委員 

 ぜひその辺は丁寧にしていただきたいのと、やっぱり中には、生まれ育った家やからど

きたくないと、ここにおりたいという方もいらっしゃるんです、今でも。だからそういう

方についてもお話し合いをして、ちゃんと合意形成の中で事業を進めるということにして

いただかないと、無理やりということには絶対なってはいけないと思いますので、その辺

はきちんとやっていただきたいというふうに思います。  

 この地域というのは、ずっと密集市街地ということで、本当に課題が大きいということ

でずっと地元でも言われてきていました。その解消ということも大事であるし、今回の東

山菊水線自体で渋滞解消ですとか通過交通とか、それをいかに減らして、生活環境を整え

ていくかということで地域の皆さんもおっしゃっていますので、その思いに反するような

ことになっては絶対あかんと思うんですね。詳しい道路の設計ができてからどれぐらいの

交通量になるかというのを調査するなり、予測するなりということで、されるということ

を言われていたと理解したんですが、それについても交通量が増えて、さっき言ったよう

に、こんなはずではなかったということは絶対にあってはならないというふうに思います。

ただ、今の時点ではその辺の不安が拭い切れませんので、今回のこの議案については、今

のところは反対をしたいというふうに思います。  

 以上です。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 お願いします。  

○山本委員 

 今の質問にちょっと関連しますが、先ほどの質疑の中で、詳細設計を進めてから交通量
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については検討するという話だったと思うんですけれども、今の段階である程度の見通し

というのは立てられないんでしょうか。それは手法的に難しいんですか。  

○松崎都市計画課長 

 具体的には、交差点の改良に伴いまして、山麓線をどのような形で最終的に交差点とし

て、山麓線自身も幅員でありますとか、一部区間については視距がなかなかうまくとれて

いない、カーブがありますので、そういったところをどういうふうに改善して、その内容

に応じて、最終的には信号のサイクルも含めて考えていかないといけないということで、

最終的には設計内容に応じて、あるいは信号のサイクル等に応じて、交通がどういった形

になっていくのかというのは、これからしっかり出していかないといけないと考えており

ます。 

○山本委員 

 先ほどのやり取りの中で、交差点の信号が 18秒から28秒、10秒間延びるという説明があ

ったと思うんですけれども、結局出口の段階で 10秒間延びるということは、逆に言えば通

りやすくなってくるということにもなるので、ひょっとしたら先ほどの質疑の中で危惧さ

れていたように、流入する車が増える可能性もあるということなので、少なくとも今の車

の量っていうのは、増えてしまっては意味がないと思うんです。ですから、この道路を新

たに拡幅して整備することによって、本当に車がきちんと増えないということと、同時に

流入を抑える方法というのも考えていかないとあかんというふうに思うので、できるだけ、

なかなか詳細設計ができない段階では難しいのかもしれないんですけど、現状はこれだけ

あって、これぐらいの車の量で抑えていかなあかんのやという考えをきちっと持ちながら、

この道路の設計をすべきではないのかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。  

○松崎都市計画課長 

 東山菊水線自身も非常に狭い中で、今の交差点の形状とその処理がなかなか難しく、東

山菊水線自体も渋滞しているということがありました。一方で、山麓線についても同様で、

信号のサイクルであったりとか、五叉路になっていることで渋滞しているということで言

いますと、東山菊水線だけではなくて、山麓線自身もこれまで以上にしっかりと主要幹線

として円滑に通行していけるような形で設計を進めることで、そちらの主要幹線道路の一

般の通過交通については、しっかり利用できるような形で設計を進めていくというのが大

事だと考えております。  

○山本委員 

 もうこれで終わりますけど、新たな流入車両を増やさないと、通過交通を増やさないと

いうことはとても大事だと思いますし、そもそも地域で生活される方の生活道路に通過交

通が増えて大変なことになっているわけで、流入を抑えていく、それから車の数も増やさ

ないということをしっかり堅持した形で進めていくべきで、現段階ではまだまだ、どれぐ

らい車の量の変化があるのかというのもよく分からない状況ですので、賛成しがたいなと
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いうふうに思います。  

 以上です。  

○小谷会長 

 ありがとうございますした。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。  

 ほかにご意見がないようですので、議案についてお諮りいたします。  

 第16号議案 道路の変更について（3.5.85号東山菊水線）、神戸市決定であります。  

 ご異議がございましたので、挙手にてお諮りいたします。  

 第16号議案について、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって第 16号議案については、原案の

とおり承認し、市長に答申いたします。ありがとうございました。  

 続きまして、第17号議案について説明を受けたいと思います。  

 それでは、事務局、説明をお願いいたします。  

○松崎都市計画課長 

 続いて、第 17号議案 神戸国際港都建設事業、鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業の事業

計画案に対する意見書についてでございます。  

 計画書の66ページをお開きください。  

 当議案は、土地区画整理法の規定により、鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業の事業計画

案に対する意見書を付議するものです。  

 土地区画整理法第55条において、縦覧に供された事業計画について意見書の提出があっ

た場合においては、これを都市計画審議会に付議しなければならないとされております。  

 都市計画審議会は付議された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべ

きであると認定した場合においては、市が定めようとする事業計画について、自ら必要な

修正を加えることとなります。意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合にお

いては、市がその旨を意見書を提出した者に通知しなければならないとされております。  

 よって本審議会では、付議された意見書の内容について審査し、その意見書に関する意
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見を採択するか不採択とするかの議決を行っていただくこととなりますので、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。  

 それでは、工務担当部長より議案の内容についてご説明いたします。  

○丸岡工務担当部長 

 都市局工務担当部長の丸岡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、資料４の１ページをお開きください。あわせて、前面スクリーンをご覧くだ

さい。 

 位置図です。鈴蘭台駅北地区は、北区の玄関口である神戸電鉄鈴蘭台駅の北側に位置し、

閑静で落ち着いた住宅中心の地区です。当地区では、地区内を南北に走る都市計画道路、

鈴蘭台幹線が未整備のため、鈴蘭台駅へのアクセス性、通学路の安全確保、旧兵庫商業高

校跡地の有効活用などに課題があります。こうした課題の解決と地域からの提案に配慮し

たまちづくりを進めるため、令和３年３月に鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業が都市計画

設定されました。  

 前面スクリーンをご覧ください。  

 鈴蘭台駅北地区を南東方向に撮影した航空写真です。右上に神戸電鉄鈴蘭台駅がありま

す。鈴蘭台駅前においては、北区役所の入居する再開発ビルや駅前広場の整備とあわせて、

鈴蘭台幹線の駅前区間約 200mについても整備を進め、令和２年 10月に整備が完了しました。

引き続き、再開発事業区域から小部小西交差点までの黄色で着色している鈴蘭台幹線、約

550mについて整備を進めてまいります。  

 整備に当たっては、幹線道路の整備だけでなく、公園や区画道路も含めて面的に整備を

進めるため、この赤色の破線でお示ししている旧兵庫商業高校跡地を含む区域、面積約

7.5haについて土地区画整理事業により進めてまいります。  

 次に、土地区画整理事業についてご説明いたします。  

 土地区画整理事業とは、公共施設の整理改善と宅地の利用増進を図るため、土地区画整

理法に基づいて行われる土地の区画形質の変更、及び公共施設の新設、または変更に関す

る事業です。施工後の不整形な土地が残る場合がある街路事業に対して、土地区画整理事

業は幹線道路と一体に面的整備を行うことにより、公共施設の整備に加え、宅地が整形化

されるという特徴があります。  

 道路、公園等の用地確保には、地区内の地権者が土地を少しずつ負担し合う減歩という

事業制度を用いており、地権者においては、土地区画整理事業の宅地の面積が従前に比べ

小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うこと

により利用価値の高い宅地が得られるという特徴があります。  

 なお整理後の宅地については、宅地の位置や環境等を総合的に勘案して、従前宅地の条

件に近い場所に配置する照応の原則に基づいて計画します。  

 続いて、事業計画案の概要についてご説明いたします。  
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 資料４の２ページをお開きください。あわせて、前面スクリーンをご覧ください。  

 当事業の施工者は神戸市で、施工期間は事業計画決定の公告日から令和９年３月末日ま

でを予定しています。  

 減歩率は平均約10％を標準としており、事業費は約 75億円の予定です。  

 公共施設の整備予定です。鈴蘭台幹線や区画道路等の道路を整備するほか、２か所に公

園を設置します。  

 以上、鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業の事業計画案について、令和３年８月 17日から

31日までの２週間縦覧に供し、９月 14日まで４週間意見書の受付を行った結果、６通の意

見書の提出がありました。  

 引き続き、提出された意見書についてご説明いたします。  

 資料２は、今回の事業計画案に対して、提出者の氏名等を除き内容をそのまま記載した

ものですので、後ほどご覧ください。  

 資料３は、提出された意見の要旨の集約と、それに対する神戸市の考え方をまとめたも

のです。  

 それでは、資料３に沿ってご説明いたします。  

 ２ページをお開きください。  

 １、これまでの地元説明等に関する意見の１件目です。過去に神戸市から幹線道路整備

による影響はないと聞いていたが、昨年突然、区画整理区域になったと通知が届いた。

我々は一度も説明も相談はされておらず、いつどこで誰がどういう経緯で区域になったの

か、分かりやすく丁寧に説明してもらいたい。まちづくりの基本は住民が主体で行うもの

であるという意見です。  

 これらの意見に対する神戸市の考え方は、平成 27年度に区の地域代表者などで構成され

る北区民まちづくり会議より、鈴蘭台幹線の早期整備等に関する提言を受け、鈴蘭台駅北

地区のまちづくりに関する検討が始まりました。  

 平成28年度から29年度にかけて市が主体となって実施したアンケート調査や勉強会にお

いて、鈴蘭台幹線を整備しても周辺に住み続けたい、道路だけの整備だけでは残地の有効

活用が図れない、兵庫商業高校跡地を代替地としてほしいといった意見が地域から寄せら

れたことを踏まえ、市から地域に対して、土地区画整理事業によるまちづくりが最適では

ないかと提案してきました。  

 平成30年11月には、地域での鈴蘭台駅北地区まちづくり協議会準備会を結成し、権利者

や住民の方々が主体となって話し合いを重ねてこられました。  

 令和元年度には、準備会によりまちづくり協議会の設立、活動区域、鈴蘭台駅北地区ま

ちづくり構想素案の内容について住民アンケートを実施し、７割を超える回収率と８割を

超える賛同率を得ています。  

 こうした準備会での話し合いや住民アンケートの結果を受けて、令和２年６月に正式に
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鈴蘭台駅北地区まちづくり協議会が設立され、７月には鈴蘭台幹線の早期整備、土地区画

整理事業手法の導入、兵庫商業高校跡地活用などが盛り込まれた鈴蘭台駅北地区まちづく

り構想が市へ提出されました。  

 これを受けて市では、土地区画整理の都市計画案を作成し、全体説明会や個別説明会等

を経て令和２年12月に縦覧を行い、令和３年３月に都市計画決定しました。その後、土地

区画整理事業の設計の概要、施工期間、資金計画などの内容を盛り込んだ事業計画案を作

成し、全体説明会や個別説明会等を経て令和３年８月に縦覧を行いました。これまでのま

ちづくりに関する取り決めについては、全体説明会、個別説明会、戸別訪問、鈴蘭台現地

相談所、まちづくりニュースや都市計画ミニニュースの配布、市ホームページなど、あら

ゆる機会、媒体により周知及び説明を図ってきており、引き続き権利者及び住民の方々へ

丁寧に説明してまいります。  

 資料３の３ページをお開きください。  

 続いて、２件目です。減歩率やどこを換地にするのか、その場所がどのぐらいあるのか

など具体的な説明ができておらず、土地区画整理事業について地権者や住民の理解を得ら

れていない。分かりやすく納得、理解のできる説明をお願いする。  

 この意見に対する神戸市の考え方は、現在は全体の事業計画を策定する段階であり、

個々の換地や減歩率、移転に伴う補償費等の具体的な内容については、事業計画決定後に

個別に丁寧にご説明、ご相談させていただきます。  

 資料３の４ページをご覧ください。  

 ２、事業の必要性、手法等に関する意見の１件目です。道路を新しくつくる必要性が分

からない。  

 この意見に対する神戸市の考え方は、鈴蘭台幹線については、北区民まちづくり会議か

ら早期整備等についての提言や、まちづくり構想における円滑でスピーディーな事業促進

についての提案があり、市としても鈴蘭台駅へのアクセス性向上、通学路の安全確保、旧

兵庫商業高校跡地の有効活用といった観点からも整備の必要性が高く、早期に事業化を図

るべき道路だと考えています。  

 続いて、２件目です。地権者の土地の減歩により幹線道路、公園、規格道路を整備する

土地区画整理事業は住民の要望に合わない。  

 この意見に対する神戸市の考え方は、鈴蘭台駅北地区のまちづくりに関して、地域の総

意をまとめて策定されたまちづくり構想において、土地区画整理事業手法の導入の項目が

あり、鈴蘭台幹線の整備に当たり、残地の有効活用などから土地の区画形状を整えること

が不可欠で、土地区画整理事業手法を導入することが望ましいと提案されています。市と

しても鈴蘭台駅北地区周辺に住み続けたいという道路予定区域内の権利者の生活再建や、

地域の意向を十分にくみ取るためには、鈴蘭台幹線のみの整備ではなく、地区内への換地

が可能となる土地区画整理事業が最適だと考えています。  
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 続いて、３件目です。地価の高騰を期待する土地区画整理事業の前提が崩れている。換

地を照応の原則で地権者に与えることになるが、元田んぼや高台への換地は基準に合うの

か。 

 これらの意見に対する神戸市の考え方は、土地区画整理事業では、減歩により宅地の面

積は減少しますが、道路、公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより宅

地の単価が従前地と比べて相対的に上がることから、宅地全体としての価値は変わりませ

ん。よって地価の高騰を前提とするものではありません。事業計画決定後には、権利者の

方々の意向を確認しながら、宅地の再配置を検討する換地設計を順次進めていく予定です。

換地先については、照応の原則に基づいて検討を行います。なお現位置での換地が行えな

い場合は、権利者の合意を得た上で、照応の原則に留意しつつ、別の場所への換地を行い

ます。 

 続いて、４件目です。75億円の事業予算だが、全ての住民の移転費用や解体費用、引っ

越し費用が賄えるのか疑問である。高齢、現在の住宅が便利等の理由で移転はしたくない。  

 これらの意見に対する神戸市の考え方は、事業計画案では約 75億円の事業費を見込んで

おり、移転補償費についても必要と想定される適正な非常を計上しています。権利者の

方々に対しては、個々の要望にお応えできるよう移転先の確保に努めるとともに、賃貸住

宅にお住まいの方に対しても、土地・建物所有者と相談しながら丁寧に対応してまいりま

す。 

 資料３の５ページをお開きください。  

 ３、その他の意見の１件目です。事業計画案について、まちづくり協議会令和３年度通

常総会の書面決議とも過半数の承認が得られたとのことだが、地権者、住民の生の声が聞

けなかった状態では無理があるのではないか。  

 この意見に対する神戸市の考え方は、鈴蘭台駅北地区まちづくり協議会の令和３年度通

常総会については、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況下において書面開催と

なり、議案については過半数の承認が得られたと聞いています。またその内容は、令和２

年度の活動実績及び決算と、令和３年度の活動計画及び予算に関する議案について書面決

議を行ったものであり、土地区画整理事業の事業計画案に関する議案はありませんでした。  

 続いて、２件目です。土地区画整理審議会はいつ開会されるのか。審議会委員について、

有識者の人数などはどのように決めるのか。  

 この意見に対する神戸市の考え方は、土地区画整理審議会は、従前の宅地に換えて新た

に使用することのできる土地を指定する仮換地の指定等について、権利者の意見を反映さ

せ、事業が適正かつ公平に実施されるための諮問機関として設置されるもので、事業計画

決定後に開催されます。  

 審議会委員は、事業計画決定後の選挙により宅地の所有権、または借地権を有する方の

中からそれぞれ選出される権利者と学識経験者から構成されます。委員の定数は、土地区
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画整理法施工令により施工地区の面積に応じて定められており、当地区では 10人となりま

す。また委員の内訳については、学識経験者は、土地区画整理法により委員の定数の５分

の１を超えない範囲内で選任することとなっているため２人以内となりますが、正式には、

今後の事業計画決定とあわせて改定する神戸国際港都建設事業土地区画整理事業施工規定

により定めることとなります。  

 最後に、新型コロナウイルスの感染拡大防止が最重要課題であり、再開発事業と土地区

画整理事業は再考すべきであるという意見です。  

 この意見に対する神戸市の考え方は、本市では新型コロナウイルス感染症対策を最優先

として、全庁を挙げて取り組んでいます。一方で、鈴蘭台幹線の整備や旧兵庫商業高校跡

地の活用については、地域からの早期の事業化が望まれており、引き続き権利者の方々の

ご理解を得ながら、丁寧に土地区画整理事業を進めています。  

 鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業の事業計画案に対する意見書に関連する説明は以上で

す。 

 神戸市としましては、いずれのご意見につきましても事業計画に修正を加えるべきもの

ではないと考えておりますが、今後も一層権利者、及び住民の方々へ丁寧にご説明し、ご

理解を得られるよう進めてまいります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見がございましたら、よろしく

お願いいたします。  

○大かわら委員 

 このたびの意見書を見ましたら、初めて知ったとか、声が聞かれていないとか、かなり

そういったご意見が出ているんだと思います。反対の立場の方が多いのかなという印象を

受けました。  

 そこでお聞きしたいんですけども、地権者ですとか賃貸の方ですね、住民の方は、区画

整理に直接関わる方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。  

○丸岡工務担当部長 

 土地区画整理事業区域内の権利者の方ですけれども、土地所有者の方が、共有名義の方

を含めましてトータル 104名です。それから建物所有者の方が 10名いらっしゃいます。そ

れから借家人の方が116世帯でございます。  

○大かわら委員 

 この区画整理は、最近出てきたということでお話伺っているんです。それまではまちづ

くりというようなことでお話があって、具体的な区画整理という話、手法などについての

ことは最近出てきたんだということで伺ったんですが、この区画整理についての説明会と

いうのは何回ぐらい行われて、どれぐらいの方が参加されていたのか。そのうち何名ぐら



－64－ 

いが地権者ですとか、今お話のあった住民の方だったのか、その辺りを具体的に教えてく

ださい。  

○丸岡工務担当部長 

 冒頭の意見書の中で神戸市の考え方を書かせていただいて、その中で経緯をかなり詳し

く説明させていただいています。まちづくりのスタートは、平成 27年度に北区民まちづく

り会議からご提言をいただいて、そこから勉強会を開催したということになっています。

当初の勉強会とかアンケートの中で、道路だけの整備だけではなくて、やはりまちづくり

を面的にすべきではないかという意見であったり、区域内に残りたいとか、そういったご

意見もあったということで、市主催の勉強会の段階から、区画整理事業については勉強を

重ねてきたということでございます。  

 ステップとしては大きく３段階に分かれていると思ってまして、当初は市主催の勉強会、

それからまちづくり協議会の準備会、それから正式にまちづくり協議会が設立されたと大

きく３つの段階に分けて考えますと、最初の市主催の勉強会でいきますと、トータル 11回

の会合がございまして、参加者につきましては延べ 176名ですので、１回当たり平均しま

すと16名ということになります。それから、準備会の段階では会合が 10回開かれまして、

出席者が延べ 145名ですので、 14名から15名ということになります。そういった状況でご

ざいます。  

○大かわら委員 

 当初から区画整理の話があったということなんですね。ただ、私も伺ったお話では、全

く認識が違うんですね、ずれているんです。お聞きをしたところでは、ここに書いてあり

ますこの辺りですかね、令和２年６月、７月というような時期が出てきてますけども、そ

の後ぐらいから区画整理の話が始まったというような認識を私がお聞きした方は持たれて

いました。だから、突然この話が出てきたんだと、そういう話になっちゃうんじゃないか

と思うんですね。だから当局の認識と、説明を受けられていた皆さん、どれぐらいの方か

分かりませんけども、その認識にちょっとずれがあるのかなというところで、こういう意

見がたくさん今回も出てきているのかなというような印象を受けます。  

 具体的な区画整理の説明会というのは何回行われたんですか。で、何人が参加されたん

ですか、地権者のうち。地権者というか、住民の方も含めてね。  

○丸岡工務担当部長 

 この意見書を出されている方ですね、昨年、突然区画整理事業区域内に入ることを知っ

たというこの意見書を出されている方なんですが、もう少し詳細に事情をご説明しますと、

まちづくりの勉強会の段階から、我々は手法的には区画整理事業手法が望ましいのではな

いかということで、区画整理事業に関する勉強会をずっと重ねてきております。その結果、

まちづくり協議会から提出されたまちづくり提案の中にも、区画整理事業手法の導入とい

うことがうたわれています。ですから、大部分の方は区画整理事業でまちづくりをやって
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いくんだなということはご認識していただいていたと思います。  

 ただこの方、具体的に区画整理事業の中でも今回の事業計画案みたいに、幹線道路以外

に区画道路の配置図ですね、ここに区画道路が通るとか、具体的な絵柄をご説明させてい

ただいたのがちょうど昨年の秋、都市計画案の全体説明会の中で、参考として具体的な絵

も提出をさせていただきました。その中で、この意見書を出されている方が具体的に自分

の敷地が区画道路に抵触するということ知ったと、その時点で初めて知ったということで、

恐らく区画整理事業ということはご認識されていたとは思うんですけども、具体的に自分

の家がかかるんだなということを認識されたのがその時点だということだと思います。  

 それからもう一つ、事業計画案の説明会ということですけども、今回の事業計画案の説

明会につきましては、７月 30日と31日、２回に分けて北区役所の大会議室で開催をしてい

ます。それぞれ15名の方、それから 13名の方が出席をされています。  

 その後、コロナ禍でもありますので、なかなか説明会に出席しづらいという方もいらっ

しゃるでしょうし、説明会の中では個々の権利の話をなかなかしづらいという方もいらっ

しゃると思います。そういうことで、個別の説明会ということで８月１日から７日までの

１週間、鈴蘭台プラザの２階に相談所を設けておりまして、そこの場所で１週間個別説明

会をさせていただいています。そのときにお越しになられた方が 12名いらっしゃいました。

ということで、今回の事業計画案の説明時には、トータル 40名の方が参加をされたという

ことになります。  

○大かわら委員 

 すみません。ちょっとしつこいようですが、これ延べではなくて、実際に 130人のうち

の何人の方が了承をされてて、というところが知りたいんです。というのは、合意形成が

ちゃんとできているのかというところを私は知りたいんです。来られた 15人、13人、それ

から１週間のうちに12人ですか。ここダブっててということであったら、ちょっとそれは

指標にはならない。この人数だけ見てもあまりにも少な過ぎるなと。地権者とか住まれて

いる方の人数に比べたら少な過ぎるなと。本当に合意形成できているのかなというのが私

は心配なんですが、その辺を具体的に教えてください。  

○丸岡工務担当部長 

 すみません。延べは分かるんですが、そのうち純粋に何人の方がというところは、今把

握はできておりません。申し訳ございません。  

 ただ、まちづくり協議会を立ち上げるときに準備会が住民アンケートをしております。

その結果を前面スクリーンに今映させていただいているんですけども、先ほど神戸市の考

え方の中で、７割の回収で８割を超える賛同率を得たというふうな説明をさせていただき

ました。それがこのグラフになります。当時 242名の方にアンケートを配付しまして、 173

名の方から回答をいただいております。そういうことで、 71％を超える回収率を得たとい

うことです。まちづくり構想の素案ですね、これは区画整理事業も含めてですけども、素
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案に対して賛成かどうかと問いかけたのが左上の円グラフになってまして、 85％が区画整

理事業を含めたまちづくり構想素案について賛同しますよということで回答をいただいて

いるということです。  

 それからもう一つは、参加者がちょっと少ないんじゃないかというところなんですけど

も、それについても、それは右上の円グラフのほうになるんですけども、まちづくり協議

会の設立について賛同を問うたアンケートになります。その結果、こちらもトータル 85％

の方が賛同いただいているわけなんですけども、協議会の設立には賛同で、参加をすると

いう方が濃いブルーで塗ってます 20名ほどの方になります。それから、協議会の設立には

賛同するんだけども、もうお任せするわとおっしゃっている方が 73％ということですね。

かなりの方が協議会の活動自体には賛同なんだけれども、参加は見合わせると、そういっ

たご意向を示されていると。そういったことからも、これは推測になるんですけども、こ

ういった意識もあって、各会合の参加者というのがそんなに多くはないということなのか

なという気がします。  

 それともう一つは、今の段階では全体の事業計画案とか、全体計画についてはご説明が

できるんですが、個々の換地先がどうなるのかとか、減歩とか移転時期、補償金がとか、

そういった個別のお話がまだできる段階ではないので、今行ってもあまり意味がないかな

とか、そういうふうな思いを持たれている方もいらっしゃるのかなと思います。これは推

測です。 

 以上です。  

○大かわら委員 

 私が知りたいのは、お任せするわとか先ほどいろいろと言われましたけれども、７割の

方が賛同されているからと言って、この 130人の方が、皆さん区画整理を一緒にやりまし

ょうという話になっているのかと言えば、そうではないと思うんですね。だから、そこを

きちっとつかまなあかんと思うんですけども、じゃあ 130人のうち何人が賛成をしてて、

何人が反対をしているというのはつかまれていないということですか。  

○丸岡工務担当部長 

 これはまちづくり協議会が会員の方に行ったアンケートです。それからもう一つは、

我々、事業計画案のたたき台ができた今年の７月頃、コロナ禍でもありましたので、電話

での問い合わせをしたんですけども、先ほど言いました権利者の方、土地・建物所有者の

方114名の方に対して、電話とか戸別訪問をさせていただいております。その結果でいき

ますと、換地を希望される方、地域に残って新しい土地を希望するんだとおっしゃってい

る方が４割、今の段階ではよく分からない、未定だという方が約３割、それからこの機会

に土地を売却したいとおっしゃっている方が２割弱、 14％の方は応答がないというか、連

絡が取れなかった方ということで、 86％の方には接触ができたんですけども、権利者の意

向としてはそういったご意向になっております。  
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○大かわら委員 

 やっと具体的なところが少し分かってきました。ただ、換地を希望される方が４割とい

うところでは、まだまだ少ないと思います。合意形成できているというふうに言うのは、

乱暴ではないかと思うんですね。分からないという方が３割、２割が連絡が取れてないと

いうことですね。ということであれば、もちろん連絡が取れてない方にもきちんと努力を

して意思確認を必ずしていただきたいと思いますし、分からないという方のところも丁寧

に話し合いをしていただかないと、お聞きした話では、減歩って何っていう方がたくさん

いらっしゃるようですよ。区画整理のことについても、移転せなあかんのかと、その程度

のことぐらいしか分からない方がたくさんいらっしゃるみたいですので、だからこれで何

回も説明してきて十分だという認識には立っていただきたくもないし、合意形成がもうこ

れでできているからこのままゴーするんだと、進めるんだというのではあまりにも乱暴で

あるというふうに思いますので、一部の方の思いで進めるというものではないですからね、

これ。ですので、きちんと立ち止まって、皆さんの合意形成を最大限努力をしていただき

たい、そこに全力を尽くしていただきたいと思います。だから事業をどんどん進めていく

というよりは、そこを大事にしていただきたいということを申し上げておきます。  

 それからもう一点、今回の区画整理の換地先に兵商の跡地が入っているんですね。これ

についてもお聞きしたいんですが、私ね、以前にもこの跡地利用については、様々な公共

施設をつくってほしいだとか、スポーツ施設をつくってほしいだとか、いろいろな意見が

出ているというお話は伺っていたんですが、それについて換地にするというのは、どこで

決定がなされたものなのかが分からないので教えていただきたいんですが、お願いします。  

○丸岡工務担当部長 

 これはまちづくり協議会から提案の中で、移転先として、代替地先として、兵庫商業高

校跡地も区域に取り込んでほしいと、そういったご要望があったということ。それから、

実際の跡地の活用を考えたときに、やはり鈴蘭台幹線の整備に合わせて道路等の公共施設

の整備も必要だという判断をしまして、区画整理事業の区域に取り込んだということでご

ざいます。それについては、正式には、先日の２月の都市計画審議会にお諮りをさせてい

ただいて、都市計画決定をされたということでございます。  

○大かわら委員 

 手続的には都市計画決定がされたということなんだろうと思いますが、地域の方がこう

いうふうに利用してほしいという要望を出してこられて、そういう思いもずっと伝えてこ

られた方がたくさんいらっしゃいますので、きちんとここでも合意形成は要ると思うんで

す。ここはこういうふうに使ってもよろしいですかというようなこと、やっぱり必要だと

思うんですね。この土地というのは貴重な市民の財産でもあるわけですから、これに使い

ますから皆さんはもう関係ないですよみたいな話になってしまったらね、ちょっとこれも

乱暴だと思いますので、やっぱりここの土地の使い方ということについても、皆さんの納
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得の上で進めるべきであると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。  

○丸岡工務担当部長 

 すみません、少し言葉足らずでありました。区画整理事業区域に取り込むということで

すけども、全部が換地先として使われるということではなくて、兵庫商業高校跡地の一部

を換地先として使うということです。大部分はおっしゃるように、どういう土地利用がい

いのか、今後検討していきたいと思っております。既に北区民まちづくり会議などから提

言もいただいておりますし、それから平成 30年には民間事業者５社とサウンディング調査

も実施しています。そのときの感触でいくと、やはり住宅中心の土地利用がいいのではな

いかというふうな話も聞いておりますけれども、非常に大事な土地でございますので、引

き続き地域の皆様、あるいは市会議員の皆様からご意見をお伺いしながら、丁寧に進めて

いきたいと考えております。  

○大かわら委員 

 おっしゃるように本当に貴重な土地なんですよね。民間に簡単に売却ということになっ

てしまったらもう取り返しつきませんので、ずっと長年にわたっていろいろな要望が出て

きた土地ですから、きちんと市民の思いがかなうような、そういう使い方をしていただき

たいというふうに思いますので、その辺り丁寧にしてください。  

○小谷会長 

 いかがでしょう、ほかにご意見ございますでしょうか。  

 お願いします。  

○西村委員 

 今お聞きしてて、結構長い時間かけて地域と話し合いながら進めてきておられるという

ことは、評価できると思うんです。大かわら委員がおっしゃったように、 100人いたら 100

人とも本当は合意形成で、 100人ともオーケーをもらってやったほうがそらいいと思うん

です。ただ、 100人いて100人は現実には難しいだろうと。ただ限りなく 100人に近づくよ

うな努力はしていただきたいと思うんですけども、今お話を聞いてて、意見書に対する答

えだからこうなるのかなと思ったんですけど、丁寧に答えておられますけど、変な言質と

られないように、必要最低限、プロテクトしながら丁寧に説明されているように私には見

えたんです。そもそもこの計画書の 67ページの理由というところ、なぜこれをやるのかと

いう理由のところで、２行目かな、安全・安心・快適で活力と魅力あるまちづくりを推進

するためって書いてありますよね。そこをもっと強調して、市としてはそのことによって

地域がこれだけ活性化するんだ、生活が快適になるんだということをもっと胸張って言わ

れたほうがいいんじゃないかなと。地域から声が上がったから一緒にやりましょって協力

してやっているんだというよりは、やっぱり市も積極的に、まちをよくするためにやりた

いんだということは言われたほうが格好ええかなと、聞いてて、と思ったんです。これは

個人の好みなんで何とも言いませんし、皆様のお立場で言うと難しいと思うんですけれど
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も、行政マンとしては、いいまちをつくりたいという思いで行政マンになられているんだ

ろうと思うから、それは胸張って言ってもらっていいんじゃないかなと思ったんですけど

ね。これは単なる感想です。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 ほかにいかがでしょう、ご意見ございますでしょうか。  

 ほかにご意見がないようですので、議案についてお諮りいたします。  

 先に事務局からご説明がありましたとおり本議案につきましては、付議された意見書に

係る意見について、採択すべきか不採択すべきかを議決することといたします。  

○大かわら委員 

 ごめんなさい。ちょっと確認をしたいんですが、出された意見を採択するべきだったら

賛成と。  

○小谷会長 

 間違いのないように判断していただくため、ちょっと説明させていただきます。  

 第17号議案 鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業の事業計画案に対する意見書につきまし

て、先ほど市からの「意見の要旨に対する神戸市の考え方」ほかのご説明によりますと、

いずれの意見につきましても、事業計画の修正を必要とするものではないということでご

ざいます。異議がございましたので、挙手にてお諮りをしたいと思います。  

 17号議案につきまして、意見を不採択とすることに賛成の方か反対かについて、挙手で

お諮りいたします。  

 ご理解いただけましたでしょうか。  

○吉田委員 

 意見を不採択にする人が挙手ということですね。  

○小谷会長 

 不採択とすることに対して賛成の方にまず挙手をお願いして、それに反対の方に改めて

お手を挙げていただきます。  

 それでは第 17号議案につきまして、意見を不採択とすることに賛成の方の挙手をお願い

いたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  
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○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございますので、よって意見は不採択とし、市長に

答申いたします。ありがとうございました。  

 続きまして、諮問事項３につきまして、説明を受けたいと思います。  

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。  

○松崎都市計画課長 

 続きまして、諮問事項の３  神戸市景観計画の変更についてでございます。  

 計画書は72ページをお開きください。  

 本案件は、景観計画の変更につきまして、景観行政団体である神戸市が景観法第９条第

８項の規定において順応する同条第２項の規定により、本審議会の意見を聴取するもので

ございます。  

 それでは、変更の内容につきまして、景観政策課の担当部長よりご説明いたします。  

○上田景観政策部長 

 都市局景観政策課の上田でございます。  

 それでは、説明いたします。まず、計画書の 79ページ、最終ページをお開きください。  

 現行の神戸市景観計画の概要でございます。神戸市景観計画では、景観法の規定に基づ

きまして、１、景観計画の区域、２、良好な景観形成に関する方針、３、良好な景観の形

成のための行為の制限に関する事項、４、景観重要建造物の指定の方針、５、屋外広告物

の表示及び屋外広告物を掲出する物件に関する行為の制限に関する行為の事項を定めてい

ます。 

 計画書は74ページをお開きください。あわせて、前面スクリーンをご覧ください。  

 まず１つ目の変更点は、景観計画区域の拡大です。本市では、これまで景観法と神戸市

都市景観条例のそれぞれの規定に基づき、地域や地区を指定し、景観に関する届出制度を

運用してきました。前面スクリーンでお示ししている赤色の区域が現行の景観計画区域で、

この区域では、景観法に基づく届出制度を運用しています。青色と薄い黄色の区域は、都

市景観条例に基づく届出制度を運用している区域になります。  

 法と条例、それぞれの制度は目的や方法は同様でありますが、併用していることにより

分かりにくい制度となっていることから、今回の変更では条例に基づく届出制度を廃止し、

景観計画区域を拡大することにより法に基づく届出制度に一本化します。  

 別冊の資料６、景観計画本編の２ページをお開きください。  

 第１章では、景観計画区域を定めており、原則として神戸市の行政区域全域を景観計画

区域とすること。景観計画区域の中で重点的な地域や地区を定めることとしています。  

 ５ページをお開きください。  

 第２章の地域・地区別の景観計画です。地域や地区ごとに届出対象行為、良好な景観形
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成に関する方針、規制または措置の基準として必要な制限、屋外広告物の表示及び屋外広

告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項を定めます。  

 これらは基本的には、現行の方針や基準を踏襲しておりますが、一部変更するものにつ

いては後ほどご説明いたします。  

 計画書の74ページにお戻りください。  

 ２つ目の変更点、夜間景観形成基準の策定についてでございます。近年、夜間景観形成

の重要性が広く認知されるようになっており、一体的な誘導策が必要となっていることや

照明技術の進歩等がもたらす影響に対応するため、夜間景観形成基準を新たに定めます。  

 まずは、（１）夜間景観形成方針です。景観計画区域に全域に共通する方針として、温

かみのある夜間景観を印象づけ、安心で快適な夜間景観を創出することなどを定めます。  

 75ページをお開きください。  

 （２）夜間景観形成基準です。景観計画区域全域の建築物等については、色温度の基準

として、照明は電球色を基調とする。輝度・グレアの基準として、深いなまぶしさがない

よう、設置位置や形態等に留意する。変化の基準として、光が動くもの、点滅するもの等

は原則として使用しないといった基準を定めます。屋外広告物についても、映像装置の光

の動きや点滅等の速度は緩やかにするといった基準を定めます。重点地域や地区において

は、景観計画区域全域の基準に加え、地域や地区の特性に応じて歴史的な建築物などを効

果的に演出する照明を行う。店舗等の閉店時も漏れ灯りによる効果や壁面の設えに配慮す

るといった基準を定めます。  

 76ページをお開きください。  

 続きまして、３つ目の変更点、税関線沿道都市景観形成地域の変更についてです。  

 都心三宮の再整備に際しては、神戸三宮「えきまち空間」基本計画の中で景観デザイン

コードを設定することとしており、このデザインコードを構成する景観形成基準を担うも

のとして、景観計画を変更するものです。  

 77ページをお開きください。  

 現行の税関線沿道都市景観形成地域から三宮周辺を拡大し、名称も税関線三宮駅前沿道

景観形成地区とします。そして、三ノ宮駅周辺を新たなゾーン４とし、その南側の部分を

ゾーン５とします。さらに、三宮クロススクエアを景観形成道路Ｂ、三宮交差点を景観形

成街角Ｃ、国際会館前の交差点を景観形成街角Ｄとして新たに設置いたします。  

 資料６の景観計画本編の89ページをお開きください。  

 今ご説明した景観形成道路等も示した地図でございます。  

 90ページをお開きください。  

 良好な景観の形成に関する方針です。神戸の顔として位置づけられる地区として、景観

特性、景観形成の目標、景観形成の基本方針を示します。  

 景観形成基準の基本的な考え方としては、建築物などの形態意匠等を質の高いものに誘



－72－ 

導すること、景観形成道路や景観形成街角に面する建築物等に対して重点的な誘導を行う

ことなどを定めます。  

 次に、景観形成道路と景観形成街角それぞれの位置づけを示しております。  

 91ページをご覧ください。  

 ゾーン１から５、それからゾーン４と５、ゾーン４、それぞれの特性に応じた考え方を

示しています。さらに三宮駅前、北、東、南東、南西、そして庁舎、東遊園地の各ゾーン

について、それぞれの考え方を示してございます。  

 92ページをお開きください。  

 景観形成基準です。地区全域に適用される基準は、これまでと変更はございません。  

 93ページをご覧ください。  

 ゾーンごとに追加する基準として、ゾーン４と５に新たに基準を設定します。例えばゾ

ーン４においては、壁面のデザインとして、景観形成街角Ｃに向けて正面性があり、開か

れたデザインとするといった基準を定めます。  

 また景観形成道路に面する建築物には、壁面の位置の制限を定めるなど、景観形成道路

や景観形成街角に対して重点的な誘導を行います。  

 計画書にお戻りいただき、 78ページをお開きください。  

 ４つ目の変更点、その他の更新基準等の見直しについてでございます。冒頭でご説明し

たとおり、現行の方針や基準等は基本的にそのまま踏襲しますが、一部を変更いたします。  

 一覧にして示していますが、例えば２－３－１の北野長山本通では、地域団体における

議論の結果、派手な色彩の広告や過剰な量の広告物掲示にも対応できるよう、屋外広告物

に関する基準を追加いたします。  

 ２－３－４の須磨舞子海岸では、敷地の規模や形状によりやむを得ない場合の基準の適

用除外について新たに定めます。また、市街化区域と市街化調整区域の区域区分の変更に

合わせ、一部の地域の区域の境界を調整いたします。  

 計画書の79ページをご覧ください。  

 最後の変更点、景観上重要な建造物の指定等についてです。景観計画区域の拡大により

景観法に基づく景観重要建造物と、景観重要樹木の指定制度を活用できる区域が広がるこ

とから、それらの指定の方針を示します。また、景観法の制定以前より運用してきた条例

に基づく指定の方針もあわせて示すことといたします。  

 資料６、景観計画本編は99ページをお開きください。  

 第３章が景観上重要な建造物等の指定等についてです。まず、３－１として基本的な考

え方、３－２として神戸市指定景観資源の指定の方針を定めます。  

 100ページをお開きください。  

 ３－３として景観法に基づく景観重要建造物の指定の方針、３－４として景観重要樹木

の指定の方針を定めます。  
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 以上、景観計画の変更につきましては、８月 10日から９月８日までパブリックコメント

を実施し、１件の意見提出がありましたが、内容の変更を伴う意見はありませんでした。  

 神戸市景観計画の変更については、説明は以上でございます。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 ただいま事務局からご説明がありましたが、ご質問、ご意見ございましたらよろしくお

願いいたします。  

○大かわら委員 

 景観計画で縛りをかけていくということは、もちろん重要なことだというふうに思いま

す。しかし、今回の区域の拡大で三宮駅周辺が入るということになります。やはりこれ三

宮の再整備が前提となるということになってしまいますので、この議案については反対を

したいと思います。  

 以上です。  

○小谷会長 

 ありがとうございます。  

 ほかにご意見ございますでしょうか。  

 特にご意見がございませんので、諮問事項についてお諮りいたします。  

 諮問事項３  神戸市景観計画の変更について（神戸市決定）であります。  

 異議がございましたので、挙手にてお諮りいたします。  

 諮問事項３について、賛成の方の挙手をお願いいたします。  

 

（賛成者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございました。反対の方の挙手をお願いいたします。  

 

（反対者挙手）  

 

○小谷会長 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。よって諮問事項３につきましては、原

案のとおり承認し、市長に答申いたします。  

 本日は大変長時間にわたりまして、ご審議を賜りましてありがとうございました。  

 以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしました。熱心なご議論ありがとうござい

ました。  

 それでは、これをもちまして閉会といたします。  


